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（１）戦略プロジェクトの位置付けと役割            

 

戦略プロジェクトは、基本構想における将来都市像「歴史・ひと・自然が心地よい 緑の健都 かめやま」

の具現化に向けて取り組む前期基本計画の推進力を高めるため、人口減少社会に対応し、持続的に成

長することができるよう、政策や施策の枠組みにとらわれない戦略的な視点に基づき、重点的に取り組む

ものとして位置づけます。 

前期基本計画においては、戦略的視点に基づいた５つの戦略プロジェクトを設定し、関係する政策や施

策を連動させることで、相乗効果を高め、計画全体の推進を牽引させようとするものです。 

 

【戦略的視点の考え方】 

亀山市が持続的に成長していく健康都市であり続けるためには、人と都市の両方が健康であり続け

ることが必要です。 

そのためには、市民の健康的な暮らしを支える都市全体の『健康』の視点、高まる災害リスクに備

える『安全』の視点、快適かつ魅力的な都市拠点をつくる『拠点』の視点、市民の愛着と誇りの源泉で

ある自然と歴史を受け継ぐ『ふるさと』の視点、そして、この地で子どもを育てながら住むまちとして選

ばれる『定住』の視点が大切です。 

これら５つの戦略的視点により前期基本計画の政策・施策を見たとき、関係する政策を連動させ、

一体性を持って取り組むことで、持続性を保ち続けるとともに、都市の成長力を強化することを目指し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
戦略プロジェクト 

[戦略的視点を通じた政策・施策と戦略プロジェクトの関係図] 
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（２）戦略プロジェクト              

 

 

 

 

 

[プロジェクトの取り組み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略プロジェクト１ 『健都さぷり』プロジェクト 

[戦略的視点] 

市民の健康的な暮らしを支える都市全体の『健康』の視点 

[プロジェクトのねらい] 

「健康都市」として市民の健康を支える都市環境を整え、市民が自分自身で、地域で行う

主体的な健康活動を促すとともに、市民のライフステージに応じた健康づくり支援を行うこ

とで、市民の健康寿命を伸ばし、健康的で豊かな暮らしの実現を目指します。 

まち・ひと健康環境の充実 

◇誰もが身近で手軽に健康づくりに取り組む意識づくりを行うことで、市民の身近な運動習

慣やスポーツなどの機会を通じた、市民一人ひとりの健康づくり活動を仲間や地域へと

広げる、健康環境づくりを進めるとともに、公共施設や公共空間についても市民や地域

の主体的な健康づくり活動を支えられる環境整備を進めます。 

◇市立医療センターを核として、市内医療機関等との連携により市民の健康を支える地

域医療体制の充実を図り、市民の健康を支えます。 

 

住み慣れた地域で自分らしく健康に暮らし続けられる環境づくり 

◇住み慣れた地域で健康に暮らし続けることができるよう、地域の医療、介護、生活が一

体的となった地域包括ケアシステムの構築を図ります。 
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[プロジェクトの取り組み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略プロジェクト２ 『安全力ジャンプアップ』プロジェクト 

[戦略的視点] 

高まる災害リスクに備える『安全』の視点 

[プロジェクトのねらい] 

南海トラフに起因する大規模な地震災害の発生や、近年、大型化する風水害など、本市

における災害へのリスクに備え、自助・共助・公助により、市全体での防災力・減災力の向

上を目指します。 

市民・地域のつながりを生かす自助・共助の強化 

◇災害時において、自らを守る自助と、相互に助け合う共助の重要性を市民一人ひとりや

地域での意識を高め、それぞれが自らを守ることのできるよう、地域住民が自らの課題

として捉える地区防災計画の策定を進めるとともに、自主防災組織などの防災組織の

強化を図ることで、災害に強い地域づくりを進めます。 

 

公助の推進 

◇様々な災害時に必要な都市機能を維持することができるよう、公共施設や道路等を含

めた都市インフラの強靭化を進めるとともに、防災時の中核となる新市庁舎のあり方を

検討します。 
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[プロジェクトの取り組み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略プロジェクト３ 『ＪＲ亀山駅周辺拠点力向上』プロジェクト 

[戦略的視点] 

快適かつ魅力的な都市拠点をつくる『拠点』の視点 

[プロジェクトのねらい] 

本市の中心的拠点であるＪＲ亀山駅周辺のにぎわいと都市機能を高めることで、中心的都

市拠点の求心力の向上を目指します。 

中心的都市拠点の求心力向上と拠点近接居住空間の形成 

◇市の玄関であるＪＲ亀山駅周辺の再生を進めるため、民間活力を生かしつつ、公共施

設や公共的機能の移転を行うなどを通じて、中心的都市拠点の求心力向上を図りま

す。 

◇中心的都市拠点の機能を最大限に生かすことができるよう、拠点周辺への居住誘導

やまちなか空家の活用への支援を行うことで、拠点近接型の便利な生活空間の形成

を図ります。 

 

都市拠点の機能を暮らしに生かすネットワークの強化 

◇市民の暮らしを支える中心的都市拠点や副次的都市拠点などの充実した都市機能を

最大限活用できるよう、道路や公共交通網などを有機的に連携させることで、都市拠

点間の機能補完と拠点周辺や地域の居住地とつながりのある有機的なネットワークの

形成を図ります。 
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[プロジェクトの取り組み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

戦略プロジェクト４ 『ジモトノココロ』プロジェクト 

[戦略的視点] 

市民の愛着と誇りの源泉である自然と歴史を受け継ぐ『ふるさと』の視点 

[プロジェクトのねらい] 

５万人の人々が暮らす亀山市には、豊かな自然と歴史文化という「ふるさと亀山」の源があ

ります。この「ふるさと亀山」の源である自然と歴史文化を守り、継承することで、市民一人

ひとりが愛着と誇りの醸成を目指します。 

源流を守る水と緑のつながる自然の保全・活用 

◇市域を流れる鈴鹿川とその源流となる鈴鹿山脈など、市民の暮らしの中に身近にあり、

憩いを与えてくれる豊かな自然環境を市民・地域・事業者などの多様な主体が連携・

協働しながら守り、次代へ継承します。 

◇鈴鹿の山並みなどの豊かな自然資源に触れる機会を通じて、市民の地域への愛着を

高めるとともに、積極的な発信を行うことで市の魅力を広め、市民や来訪者などの交流

の充実を図ります。 

 

歴史的風致の維持向上 

◇東海道を基軸として、亀山宿・関宿・坂下宿の３宿のそれぞれの魅力を高めるとともに、

そこにある暮らしとの調和を図ることで、３宿とそれをつなぐ沿道全体の歴史的な魅力あ

ふれる都市空間の形成を進めます。 

 

ふるさと亀山を愛し、誇れるシビックプライドの醸成 

◇それぞれの地域の特性を生かした小中学校での学びや、歴史博物館や自然公園など

での自然や歴史などに触れたり学んだりする機会を通じて、シビックプライドの醸成を図

ります。 
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[プロジェクトの取り組み] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略プロジェクト５ 『そして、親となるまち』プロジェクト 

[戦略的視点] 

この地で子どもを育てながら住むまちとして選ばれる『定住』の視点 

[プロジェクトのねらい] 

亀山市が将来にわたって持続的に発展していくためには、若い世代が子育てしながら安心

して住み続けられるまちであることが必要です。その実現に向けて、恵まれた子育て環境

の更なる充実とその魅力の発信を強化することで、子育て世代の更なる定住を促進しま

す。 

親と子の成長を支える「子育てにやさしいまち」の充実 

◇子育て世帯のネットワークの形成や、市全体で子育て世帯を支える環境と意識の醸成

を図ることで、子育てが孤立しない環境づくりを進めます。 

◇経済的な負担、待機児童問題をはじめとした子育てに関わる多様な不安を解消するた

め、必要な子育て支援の充実を図ります。 

◇子どもたちが夢に向かって成長することができるよう、地域・学校が連携した質の高い学

びを展開するとともに、それを支える親がともに成長していける家庭教育の充実を図りま

す。 

 

子育て世帯の定住促進 

◇自然豊かで魅力的な居住環境の中で、充実した子育て支援を受けながら安心して子

どもを育てることのできる本市の魅力を、戦略的なプロモーションにより効果的に広める

とともに、ターゲットを絞った定住支援を行うことで、子育て世帯の定住促進を強化しま

す。 

 

- 7 -



- 8 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策体系図 
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 [施策体系図] 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[ 施策の大綱 ] [ 基本施策 ] [ 施策の方向 ]

ごみの減量化、リサイクルの推進

廃棄物処理施設の適正管理

低炭素・循環型社会の構築

自然資源の保全

森林・里山・農地の保全

環境負荷の少ない社会の形成

歴史博物館の活用と地域・学校での学習の展開

歴史文化の継承・活用

多様な生態系の確保

自然との共生

東海道を基軸とした歴史的風致の維持向上

関宿伝統的建造物群保存地区の保護の推進

歴史的風致を生かしたまちづくりの推進

文化財の保存・継承と活用

自然とのふれあいの機会の創出

公共交通機関の利便性向上と利用促進

身近な交通手段の確保

公共交通網の充実

危機管理体制の強化

自助・共助を基本とした防災対策の推進

災害に強いまちづくりの推進

消防力の充実強化

地域安全の充実

安全・安心なまちづくりの推進

防災環境の充実

公園・緑地の整備及び利活用

計画的な都市づくりの推進都市づくりの推進快適さを支える生活基盤の向上

活力ある市街地の形成

魅力的な都市の形成

道路の適切な維持管理

道路の保全・整備

良質な住宅の維持・確保

安全・快適な住環境の整備

空き家の対策・利活用

住環境の向上

安全でおいしい水の安定供給

生活排水対策の推進

上下水道事業の健全経営

上下水道の充実

幹線道路の整備

生活道路の充実

安全に配慮した道路整備

地域公共交通を活用した交通ネットワークの強化
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[ 施策の大綱 ] [ 基本施策 ] [ 施策の方向 ]

地域福祉を支える人と組織の育成

安心して福祉サービスを利用できる環境づくり

地域での助け合い・支え合いのしくみづくり

低所得者への支援と自立支援の推進

医療センターの機能強化と経営健全化

安心できる公的医療保険制度の運営

健康づくり・地域医療の充実

地域包括ケアの推進

介護予防の推進

地域福祉力の向上健康で生きがいを持てる暮らしの充実

健康な暮らしの支援

疾病予防と早期発見・治療の推進

地域医療提供体制の整備

だれもが暮らしやすい社会に向けた取り組み

障がい者の自立と社会参加の促進

地域へ生かせる学びの展開

読書活動の推進

だれもが学べる環境づくり

学びによる生きがいの創出

高齢者の生活と生きがいづくりの支援

認知症高齢者等対策の推進

高齢者の地域生活支援の充実

障がい者の自立支援

障がい者の福祉サービスの充実

スポーツ活動の推進

スポーツの拠点づくり

スポーツ団体の育成と競技力の向上

スポーツ文化の浸透

スポーツの推進

文化政策の推進

文化交流の促進

文化の拠点づくり

文化芸術活動の活性化

文化芸術の振興と文化交流の促進
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[ 施策の大綱 ] [ 基本施策 ] [ 施策の方向 ]

交通拠点性を生かした都市活力の向上

にぎわいのある商業地域の形成

多様な主体による一体的な取り組みの促進

市内事業者等の経営力の向上

新たなビジネスの創出

地域に根ざした商工業の活性化

持続可能な産業構造の構築

既存企業の活性化

雇用の創出と働きやすい環境づくり

企業との連携によるまちづくり

企業活動の促進・働く場の充実

持続可能なまちづくり観光の推進

観光地の魅力づくり

快適に滞在できる受け入れ環境の向上

まちづくり観光の推進

リニア中央新幹線市内停車駅の誘致の推進

農業経営体の育成・確保

農業経営の安定化

高付加価値農業の展開

林業経営の安定化

農林業の振興

子育てと子どもの成長を支える環境の充実

健やかに生み育てられるための支援の充実

就学前教育・保育施設の再編・整備

子育てが孤立しない環境づくり

仕事と子育てが両立できる環境づくり

広域道路網の強化

広域的な交通拠点性の強化

地域とともにある学校づくり

学びの環境の充実

子どもたちの豊かな学びと成長

子どもたちの育ちのための学びの展開

家庭・地域の教育力の向上

青少年の健全育成と青少年活動の促進

すべての子どもの学びを支える教育の推進

出会い・結婚から定住への支援

安心して産み育てられる環境づくりの推進
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[ 施策の大綱 ] [ 基本施策 ] [ 施策の方向 ]

[ 基本施策 ] [ 施策の方向 ]

市民力・地域力の活性化

地域まちづくり活動拠点施設の充実

地域まちづくり協議会の組織強化

市と地域まちづくり協議会の連携強化

市民参画・協働の促進

市民活動の活性化

地域まちづくり活動の活性化自立した地域まちづくり活動の促進

ワーク・ライフ・バランスの推進

多文化共生の推進

共生社会の推進

時代を拓く職員の能力の向上職員の能力を生かせる組織力の強化

市民交流・地域間交流の促進

移住交流の促進

市民参画・協働の推進と多様な交流活動の促進

人権を尊重し合えるまちづくりの推進

男女共同参画の推進

多様な手法による安定した財源の確保

財源の有効活用

企業会計・外郭団体の自立した経営の推進

持続性を保つ健全な財政運営

行政経営

職員のやる気を高める組織マネジメントの強化

地方分権と広域連携の推進

行政情報の適切な管理

公有財産の効率的・効果的な活用

財産・情報の適正な管理・活用

新庁舎建設の推進
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基本構想の「目指すまちのイメージ」に対

応した『施策の大綱』を表しています。 
施策の大綱内で各分野に分類す

る『基本施策』を表しています。 

[関連図表] 

現状と課題の

内容を表す代

表的な数値等

を図表にして

います。 

前期基本計画の策定に当

たり、本市を取り巻く『現状』

の分析と、今後を見通した

『課題』を整理しています。 

[各基本施策のページの見方] 
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基本施策の各施策を推進することで、

誰がどのような状態になることを目指し

ていくのかを表しています。 

基本施策の推進状況を把握

するため、施策の推進状況

の一側面を見るための指標と

して設定しています。 

基本施策を推進する施策

の方向を表しています。 

施策の方向を推進

するための個別施

策を表しています。 
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１．快適さを支える生活基盤の向上 
 

 

 

 

(1)都市づくりの推進     18 

(2)住環境の向上     20 

(3)上下水道の充実     22 

(4)道路の保全・整備     24 

(5)公共交通網の充実     26 

(6)安全・安心なまちづくりの推進    28 

(7)低炭素・循環型社会の構築    32 

(8)自然との共生              34 

(9)歴史的風致を生かしたまちづくりの推進   36 

(10)歴史文化の継承・活用    38 
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【現状と課題】 

●本市は、東海道を中心とした歴史的な街道、さらには鉄道や高速道路網など、古くより交通の要衝として発

展を続けており、これら交通網と河岸段丘状の地形特性を生かした都市づくりを進めてきました。今後も、交

通の要衝としての優位性や地形特性を生かし、魅力的な都市づくりを計画的に進めていく必要があります。 

●本市では、企業立地による流入人口の増加や災害に対する危機意識の変化等から、市北東部地域を中心

に宅地造成等による人口増が進行しているものの、今後は長期的な人口減少社会に突入することが予想さ

れています。そのため、既成市街地や住宅団地における人口減少や少子高齢化の進行による都市の拡散

や活力低下が懸念されます。こうした状況に対応するため、既存の都市機能やインフラ等を活用した拠点

への都市機能の集積を図るとともに、道路や公共交通などを利用し、誰もが都市機能を活用しやすい都市

づくりが必要です。 

●本市は、古くより東海道を中心に城下町や宿場がつくられ、現在にも当時の都市の姿が継承されています。

これらの歴史的まちなみには都市基盤が整備され、現在も市街地の一部として都市形成上重要な役割を

担っていることから、今後も歴史的まちなみを生かした都市のにぎわいづくりを進めることが重要です。 

●高齢化の進展への対応や持続可能な都市づくりには、基幹公共交通である鉄道を含めた公共交通の活用

は不可欠であり、特にＪＲ亀山駅周辺については、公共交通の結節点としての機能強化やにぎわいの創出

など、市の玄関口としての再生が必要です。今後は、これまで進めてきた取り組みをさらに前進させ、地域や

権利関係者等と連携しながら、事業の実現を図っていく必要があります。 

●公園・緑地は市民の憩いの場であることから、施設の安全性の確保はもとより、公園・緑地へ愛着を持っていただ

くことが必要であり、これまでも指定管理者制度の活用等による適正かつ迅速な公園管理を進めるとともに、市民

が主体的に公園等を維持・管理いただく公園等環境美化ボランティア制度の拡大を図っています。今後は、より

安全な施設の確保のため老朽化する施設の適切な維持・更新を行うとともに、公園等環境美化ボランティア制度

の拡大、さらには健康づくりの場としての利活用を促進する必要があります。 

 

 

 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

(1)都市づくりの推進  

■土地利用状況 

 
（資料：都市計画基礎調査） 

 

 

 

 

 

住居系 商業系 工業系 小計 農地
山林･原

野・その他
小計

平成19年度 538.06 127.62 383.66 1049.34 1899.74 3497.92 5397.66 6447.00

平成24年度 583.88 158.94 393.31 1136.12 1915.48 3548.94 5464.42 6600.54

増減率(%) 8.5 24.5 2.5 8.3 0.8 1.5 1.2 2.4

平成19年度 237.56 62.32 193.33 493.20 128.87 383.83 512.70 1005.90

平成24年度 316.11 72.16 282.97 671.25 180.11 553.51 733.62 1404.87

増減率(%) 33.1 15.8 46.4 36.1 39.8 44.2 43.1 39.7

平成19年度 299.01 64.90 189.05 552.96 1772.49 3115.66 4888.15 5441.10

平成24年度 267.77 86.78 110.33 464.88 1735.37 2995.43 4730.80 5195.68

増減率(%) △ 10.4 33.7 △ 41.6 △ 15.9 △ 2.1 △ 3.9 △ 3.2 △ 4.5

宅地 被宅地

合計

面積(ha)

面積(ha)

面積(ha)

都
市
計
画
区
域

用
途
指
定
地
域

用
途
指
定
地
域
外
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

用途指定地域内の宅地面積 
６７４．９ｈａ 

（平成２７年度末現在） 

６８２．０ｈａ 

（平成３３年度末現在） 

市街地再開発事業等が行われた件数 ― 
２件 

（平成３３年度末現在） 

公園等環境美化ボランティア活動団体数 
１９団体 

(平成２８年９月末日現在) 

２４団体 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①計画的な都市づくりの推進 

◆都市機能や居住の適切な誘導を行うとともに、道路や公共交通などを活用しながら、快適な暮らしを支え

るコンパクト＆ネットワークによる都市づくりを推進します。 

◆医療・福祉、子育て、商業、産業等の都市機能について、都市計画や防災等の視点を踏まえた適正配

置と集約化を推進します。 

◆適正な都市形成や土地利用の動向等を踏まえ、都市計画道路や用途地域の見直し等を進めます。 

◆市内の地籍の明確化を図るため、地籍調査を計画的に進めます。 

◆市庁舎などの公共施設やリニア中央新幹線の駅位置など、核となる機能を意識した計画的な都市づくり

を推進します。 

 

②活力ある市街地の形成 

◆ＪＲ亀山駅周辺におけるにぎわいづくりと機能向上を図るため、庁内推進体制を強化するとともに、公共施

設の移転を含めた駅周辺の再整備を推進します。 

◆ＪＲ亀山駅、ＪＲ関駅、ＪＲ井田川駅周辺の市街地における居住人口の増加を図るため、既存の都市基盤

や各地域の特性を生かした市街地の整備・再生を促進します。 

 
③魅力的な都市の形成 

◆歴史的まちなみの維持・継承を図るとともに、適切な景観形成や公共空間のユニバーサルデザインの実

現に取り組み、魅力的で安らぎのある都市形成を推進します。 

◆若者の定住促進を図るため、子育てや商業、公共交通等が充実した魅力的な都市形成を推進します。 

◆各種法規制や開発指導要綱等に基づく指導を行い、適正で良質な開発･建築の誘導を図ります。 

 

④公園・緑地の整備及び利活用 

◆都市公園については、子どもから高齢者までが健康づくりや憩いの場等として安心して利活用できるよう、

施設機能の充実を図るとともに、計画的な維持管理に努めます。 

◆地域の身近な憩いの場として愛着ある公園・緑地を目指し、公園等環境美化ボランティア制度を活用し

た様々な担い手による管理を促進します。 

 

市民が、魅力的な都市空間のもと、都市機能を効率的・効果的に利活用し、安全で快適に暮らしています。 
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【現状と課題】 

●亀山宿・関宿・坂下宿をはじめとする東海道においては、歴史的価値の高い建造物が現存するとともに、市

域の北部や南部などは、古くから形成されてきた農村集落が多く、農村民家の特徴を強く持つ古い住宅が

存在します。昭和４０年代から５０年代にかけては、みどり町・みずほ台・泉ヶ丘など多くの分譲住宅が造成さ

れ、また、近年においては、みずきが丘やアイリス町などの大規模な住宅団地や、市北東部の小規模な開

発地に若い世代の居住が進んでいます。さらに、平成１４年頃の液晶関連企業の立地に伴い、主に単身労

働者向けの賃貸共同住宅が数多く建設されています。こうした中、内陸部に位置し、津波被害のない本市

の地理的優位性や既存の住宅ストックを生かしながら、定住促進を図るとともに、居住しやすい環境づくりが

求められます。 

●管理不全の空き家等が防災、衛生、景観等の地域住民の住環境に深刻な影響を与えるとともに、市街地

の空洞化や過疎化の進行を招いています。こうした中、空き家等に対する適切な指導と利活用を進めるた

め、平成２７年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、本市においても、平成２８年９

月に亀山市空家等対策の推進に関する条例を施行し、空き家等が抱える様々な地域課題に対応するため

のしくみづくりを進めています。今後は、空き家等の適切な管理や利活用を促進し、快適な住環境を維持し

ていく必要があります。 

●本市では、市営住宅の供給戸数の確保や、空き家情報バンクの運用、居住支援等により、住宅セーフティ

ネットとしての住宅確保に努めています。その一方で、市営住宅については、建築から長年が経過し、老朽

化しているものもあります。今後は、引き続き関係機関と連携しながら、住宅困窮者等への支援を行うととも

に、市営住宅による供給戸数を確保するため、施設の老朽化対策と計画的な更新に努める必要がありま

す。 

●本市では、居住環境の向上を目指し、住宅の耐震化の促進や狭あいな生活道路の改善に取り組んでいます。今

後も、災害時における安全性の向上を図るとともに、道路等の生活基盤の充実を進め、安全で快適に住むことの

できる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

(2)住環境の向上 

■住宅着工件数の推移 

   
（資料：住宅着工統計） 

■空家状況（平成２８年７月末現在） 

 

（資料：営繕住宅室） 

231 221 241
199 186

5 18

34

46

17

0
33 15

21

15

15

269

255

296

260

218

0

100

200

300

400

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

持家 貸家 給与住宅 分譲住宅
（戸）

亀山 昼生 井田川 川崎 野登 白川 神辺 関 坂下 加太 全体

空家戸数 466 50 112 71 53 32 40 219 27 37 1107

空家率 6.5% 7.7% 2.5% 2.6% 6.2% 9.4% 2.8% 9.0% 20.8% 8.8% 5.3%

- 20 -



 

【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

あんしん賃貸住宅、高齢者向け賃貸住宅等の登

録戸数 

４戸 

(平成２８年９月末日現在) 

３０戸 

（平成３３年度末現在） 

条例に基づく空き家の管理指導に対する是正割

合 
― 

１００% 

（平成３３年度末現在） 

空き家情報バンクの契約成立件数（累計） 
８件 

(平成２８年９月末日現在) 

３０件 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①良質な住宅の維持・確保 

◆市営住宅の確保や空き家の活用、居住支援などにより、住宅困窮者に対する住宅セーフティネットの確

保に努めます。 

◆市営住宅の老朽化に適切に対応するため、既存施設の効率的な維持管理を行うとともに、民間住宅の

活用等を継続的に進め、計画的な更新を図ります。 

◆建築協定などを活用し、地区の特性にふさわしい住宅建築を促進します。 

◆ライフシーン・ライフステージに応じた必要な住宅を取得できる環境づくりを進めます。 

 

②安全・快適な住環境の整備 

◆住宅の耐震化を図るとともに、狭あいな生活道路の改善を進め、居住環境の向上を図ります。 

 

③空き家の対策・利活用 

◆良好な住環境を維持するため、管理不全な空き家に対する指導を行います。 

◆空き家の有効活用の促進と定住促進を図るため、空き家情報バンク制度等を通じ、情報共有を図り 

ます。 

◆空き家の改修に対する支援を行い、空き家の再生を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が、快適で安全・安心な住環境の整ったまちで暮らしています。 
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【現状と課題】 

●本市の上水道事業は、本市を東西に流れる鈴鹿川や安楽川などの豊かな自然の恵みを受け、地下水を

中心とした水源から、良好な水質による供給を行っています。しかし、昭和４１年の給水開始から既に５０年

が経過し、埋設された水道管をはじめとした施設や設備は老朽化が進んでおり、引き続きおいしい水を安定

供給するためには、その的確な状況把握と計画的な更新を図る必要があります。また、近年の住宅開発等

の影響を受け、市内の一部の地域では、水量・水圧の低下が見られることから、こうした状況に適切に対応

していく必要があります。 

●快適な生活環境と健全な水環境を維持していくためには、生活排水を適切に処理することが重要です。本

市の汚水処理人口普及率は、平成２７年度末で８６.２%となっていますが、これは、全国平均と比較しても低

い状況にあります。こうしたことから、引き続き、県の流域下水道の整備とも連携しながら、未普及地域での

計画的な公共下水道の整備を推進していく必要があります。 

●農業集落排水事業については、平成２６年度に昼生地区の施設の供用を開始し、計画していた１４地区の

施設整備が完了しました。その一方で、各施設における維持管理費も増加しており、今後も、効率的な維持

管理に努めるとともに、経済性、効率性の観点から事業間連携や施設の統合等の手法について検討してい

く必要があります。 

●上水道事業の経営は、社会経済状況の低迷などから、大口使用者が減少したことによる収入減や、施設の

老朽化や耐震化などのための更新による投資コストの増大などにより、厳しい状況が続いています。今後に

おいても、事業の効率化や有収率の向上に取り組み、持続的な健全経営を確立することが求められます。 

●本市の公共下水道事業は、経営の健全化を図るため、平成２７年４月に企業会計へ移行したものの、現状

では、一般会計の依存度が高い状況です。また、公共下水道区域拡大による多額の投資的経費や、施設

の維持管理費、公債費の増加が見込まれることから、新規整備と維持管理のバランスを考慮した事業経営

が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (3)上下水道の充実 

■上水道有収率・汚水処理人口普及率の推移 

 

（資料：水道事業会計決算書、環境保全室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

上水道の有収率 
※北中勢水道を除く 

８９.２% 
（平成２７年度) 

９２.６% 
（平成３３年度） 

汚水処理人口普及率 
８６.２％ 

(平成２７年度末現在) 

９０.０％ 
（平成３３年度末現在） 

水道事業会計の経常収支比率 
１０９.０７％ 
(平成２７年度) 

１１０.００% 
（平成３３年度） 

公共下水道事業会計の経常収支比率 
１０３.１９％ 
(平成２７年度) 

１００.００％ 
（平成３３年度） 

 

【施策の方向】 

①安全でおいしい水の安定供給 

◆安全でおいしい水を安定的に供給できるよう、配水管の老朽化対策や耐震化を図るとともに、上水道設

備の計画的・効率的な維持管理を行います。 

◆水圧や水量が不足する地域における調査・分析を行うとともに、これらを解消するために必要な対策を講

じます。 

◆水道の水質の保全や水量を確保するため、上流域の森林整備等により水源保護を図ります。 

 
②生活排水対策の推進 

◆公共下水道未普及地域における生活排水処理施設の効率的な整備を推進するとともに、供用済区域で

の接続率の向上と適切な維持管理に努めます。 

◆農業集落排水施設については、供用済地区での接続率の向上と適正な施設の維持管理に努めるととも

に、各施設の統廃合や公共下水道への編入等について検討します。 

◆公共下水道処理計画区域及び農業集落排水事業区域以外については、合併浄化槽の設置を促進しま

す。 

◆雨水排水の機能向上のため、計画的な排水路の整備と既設排水路の適切な維持管理に努めます。 

 

③上下水道事業の健全経営 

◆上水道事業については、持続可能な事業運営を図るため、財政状況を考慮した効率的な運営に取り組

むとともに、水道料金の見直しを行うなど、財源の確保と収納率の向上を図ります。 

◆公共下水道事業については、効率的な事業運営に努めるとともに、財政的自立に向け、下水道経営戦

略を策定します。 

◆農業集落排水事業については、管理コストの縮減を図りながら、中長期的な視点を持った運営を行いま

す。 

 

 

 

 

市民が、良好な水環境の中、おいしい水を利用しています。 
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【現状と課題】 

●市域を東西に走る国道１号や亀山白山線・亀山城跡線（旧国道１号）は、本市と近隣市を接続するとともに、

亀山地区・関地区・井田川地区の３つの生活空間をネットワークし、本市の道路網の主軸を担っています。

また、中心的市街地に位置し、都市機能集約拠点の利便性向上を担う「亀山環状線」については、その一

部を構成する和賀白川線が平成２６年度末に一部区間を供用開始するなど、近隣市を結ぶ交通連携網に

加え、市内を快適に移動する道路環境も整いつつあります。また、将来に向けては、鈴鹿と亀山を結ぶ「鈴

鹿亀山道路」の整備の取り組みが着実に進められており、新たな道路骨格の形成が期待されています。今

後も、幹線道路を計画的に整備するとともに、日常生活区域における地域の生活道路の利便性を高め、幹

線道路と地域生活道路が調和した魅力的な道路網を構築していく必要があります。 

●鈴鹿亀山道路については、ルート帯の決定や環境影響評価手続きが進められるなど、早期の都市計画決

定に向けた取り組みが行われるとともに、国道１号亀山バイパスにおいて４車線化の工事が一部で実施され

るなど、広域幹線道路の整備に向けた取り組みが進められています。今後も、市内外をつなぐ広域幹線道

路について、関係機関と連携し、整備の実現に向けた取り組みを行っていく必要があります。 

●市内の生活道路には、狭あいな区間や見通しの悪い箇所が存在し、交通上のネックになったり、危険箇所と

なったりしています。道路の利便性や安全性を高め、緊急時における防災機能が発揮できるよう、必要な道

路改良を進めるとともに、狭あい道路を計画的かつ効率的に改善していく必要があります。また、だれもが安

心して移動することができるよう、子どもや高齢者等のいわゆる「交通弱者」に配慮した道路整備を進めてい

く必要があります。 

●わが国の道路ストックの多くは、１０年後には建設後５０年が経過する橋梁が全体の約４割を占めるなど、施

設の老朽化が深刻化しています。またこれらの状況を受け、平成２６年にはトンネルや橋梁点検が義務化さ

れるなど、道路施設の維持管理の重要性は高まっています。本市においては、これまでも長寿命化計画に

基づき、橋梁の計画的な点検・補修を進めてきましたが、今後は、対応が必要な道路施設の増加が見込ま

れることから、予防的かつ計画的な修繕を実施し、より効率的な維持管理を図る必要があります。 

●本市では、市民が道路の「里親」となり美化活動を行う里親制度が定着してきており、道路環境美化ボラン

ティア推進事業が地域住民主体で取り組まれています。今後は、この取り組みをさらに進展させ、協働によ

る道路施設の維持管理を進めることが求められます。 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (4)道路の保全・整備 

■道路の状況（平成２８年４月１日現在）  

 
（資料：用地管理室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実延長

（ｍ） 改良済延長 改良率 舗装済延長 舗装率

2 30,533 30,533 100.00 30,533 100.00 0

20 102,831 81,054 78.82 102,831 100.00 0

1,768 546,093 333,677 61.10 513,409 94.01 82,343

国道

県道

市道

区　分 路線数
改良状況（ｍ、％） 舗装状況（ｍ、％） 車走行不能

延長（ｍ）
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

都市計画道路の整備率 
５８.１％ 

(平成２７年度末現在) 

７０.０％ 

（平成３３年度末現在） 

市道の改良延長 ― 
２.５ｋｍ 

（平成３３年度末現在） 

橋梁の耐震化率 
４５.５％ 

(平成２７年度末現在) 

５０.０％ 

（平成３３年度末現在） 

道路環境美化ボランティア活動団体数 
９団体 

(平成２８年９月末日現在) 

１４団体 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①幹線道路の整備 

◆都市機能集約拠点の利便性向上と、市街地の円滑な交通処理を行うため、市内環状道路の整備を行い

ます。 

◆亀山地域と関地域をつなぐ道路を整備し、市内の連絡性の向上を図ります。 

◆鈴鹿亀山道路の早期整備に向け、県と連携した取り組みを強化するとともに、国道１号亀山バイパスの４

車線化や国道１号関バイパスの整備促進について、国に働きかけを行います。 
 
②生活道路の充実 

◆道路利用者の安全性や利便性の向上を図るため、道路の拡幅や歩道の設置など、地域の実情に応じた

道路改良に取り組みます。 

◆個人や路線単位での道路後退を促進し、市民の理解と協力を得ながら、計画的かつ効率的に狭あいな

生活道路の解消を図ります。 

 

③安全に配慮した道路整備 

◆歩行者のだれもが安心してスムーズに移動できる歩行空間の保全・整備に努めます。また、児童が安全

に登下校できるよう、通学路における安全性の向上を図ります。 

◆地震災害時における橋梁の安全性を確保するため、橋梁の耐震化を進めます。 

 
④道路の適切な維持管理 

◆道路の維持管理について、予防保全型の考え方を取り入れながら、効率的・効果的に進めます。 

◆橋梁の修繕・架替に要する費用の縮減を図るため、計画的に橋梁の長寿命化を進めます。 

◆地域や道路美化ボランティア団体等との協働による道路環境美化に努めるとともに、積極的な啓発を行

い、取り組みの一層の拡充を図ります。 

 

 

 

 

市民が、保全・整備された道路を利用して、安全で快適に生活を送っています。 
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【現状と課題】 

●本市は、古来より交通の要衝として栄え、近代からは関西本線と紀勢本線が分岐する鉄道のまちとして発展

してきました。市内には５つのＪＲ駅を有し、点在する市内集落を結ぶとともに他市とをつなぐ大切な公共交

通機関となっています。また、本市の中心部は鈴鹿川等の河岸段丘として形成された丘陵上に位置するこ

とから、起伏が多く、地形的な制約などからマイカーを中心とした生活スタイルが定着しています。このような

中で、市中心部等と集落を結ぶバス路線があり、住民の移動を支えています。近隣自治体と比較すると、バ

スの利用可能な地域は広く、身近な存在であるにも関わらず、市内のバス利用は減少傾向にあり、現在の

バス路線を維持することが難しくなってきています。今後は、こうした課題に対応するため、市民の需要に合

った交通手段を効率的・効果的に確保していく必要があります。 

●本市はこれまで、地域公共交通の形成を目指し、バス路線の再編に取り組んできましたが、さらに交通ネット

ワークの形成が求められています。地域の公共交通は、各交通機関が単独で行うものではなく、各交通機

関が補完し、連携することで、より効率的で効果的な地域公共交通のネットワークを形成することができるこ

とから、将来を見据えた新たな地域公共交通計画を策定し、総合的な公共交通ネットワークを構築していく

必要があります。 

●鉄道については輸送量が伸び悩んでおり、長年要望をしている各路線の電化や複線化が採算性等の観点

から実現に至らない現状にあります。また、近年では交通系ＩＣシステムが全国的に普及する中、市内ＪＲ駅

では利用できない状況にあります。今後は、交通事業者や他自治体等と連携し、利用促進、輸送量の増加

及び利便性の向上を目指す必要があります。 

●人口減少社会や超高齢社会の進展に伴い、自立した交通手段を持たない市民の増加が予想されます。今

後、多様なニーズに対応するため、バスによる交通手段の確保のみにとどまらず、他の交通手段等との連

携・調整を図りつつ、総合的な視点から、身近な交通手段を効率的・効果的に確保していくことが求められ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (5)公共交通網の充実 

■ＪＲ各駅別旅客乗車人員（１日平均）及び市コミュニティ系バス等の利用者数の推移 

 

（資料：三重県統計書、商工業振興室） 
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304 292 298 313 
299 

62 66 67 
71 

67 

354 364 332 
335 

344 

3,456 3,471 3,432 
3,526 

3,402 

114,933 
110,289 

103,325 101,727 99,645 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

井田川駅 亀山駅 

関駅 加太駅 

下庄駅 市コミュニティ系バス等の利用者数 

（人/日） （人/年） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

市内ＪＲ駅の乗車人員（１日平均） 
３,４０２人 

(平成２６年度) 

３,４００人 

（平成３３年度） 

市コミュニティ系バス及び乗合タクシーの利用者

数 

９９,６４５人 

(平成２７年度) 

１０２,０００人 

（平成３３年度） 

 

【施策の方向】 

①地域公共交通を活用した交通ネットワークの強化 

◆新たな地域公共交通計画を策定し、多面的な視野からコミュニティ系バスを含めた様々な交通手段によ

り、都市拠点と居住地を結ぶ総合的な地域公共交通網を構築します。 

 

②公共交通機関の利便性向上と利用促進 

◆来訪者や市民の広域的な移動の利便性を高めるため、県、沿線自治体及び関係団体と連携し、JR に対

し、利便性の向上について働きかけを行います。 

◆交通事業者や市内企業、関係団体との連携・協働による利用促進活動を展開し、利用者人数の増加に

努め、公共交通機関の利便性向上につなげていきます。 

◆利用者の利便性向上のため、鉄道、営業路線バス、コミュニティ系バス等のそれぞれの公共交通間の接

続強化に努めます。 

 

③身近な交通手段の確保 

◆自立した移動手段を持たない市民の交通手段を確保するため、コミュニティ系バス等の効率的・効果的

な運行を行います。 

◆超高齢社会を見据え、地域の実情や状況の変化に合わせ、コミュニティ系バス路線等の再編に取り組む

とともに、新たな交通手段などについて研究し、運行の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民が、身近な公共交通網を利用して、安全で快適に生活を送っています。 
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【現状と課題】 

●本市には、布引山地東縁断層帯（西部）を構成する活断層の一部である明星ヶ岳断層や白木断層などが

存在するとともに、発生が危惧される南海トラフ地震については、国の南海トラフ地震防災対策地域の指定

を受けており、最大で震度６強の地震の発生が想定されています。その一方で、内陸部に位置する本市は、

津波の被害は心配なく、強震動対策を中心とした防災・減災対策が求められます。近年、東日本大震災や

熊本地震など、従来の想定を上回る災害が発生する中、本市においてもこれらの災害の教訓を生かしなが

ら、復旧・復興を含め、防災・減災対策を進めていく必要があります。 

●本市は、鈴鹿川・安楽川・椋川・中の川などの河川を有し、山地や丘陵地が多く存在し、その地形的要因か

ら、浸水害と土砂災害のリスクが比較的高い地域であると言えます。巨大化する台風や集中豪雨が多発す

る中、本市においても平成２６年には大雨特別警報が発表されるなど、その脅威は年々増してきており、こ

れらの災害による被害を軽減するためには、市民・地域・行政等がそれぞれの責任と役割のもと、自助・共

助・公助を基軸とした防災対策を進めていく必要があります。 

●災害時における被害の軽減を図るためには、一人ひとりが自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士

が助け合って取り組む「共助」が非常に重要となります。本市では、自主防災組織の結成率が８０%を超える

など、地域において防災活動に取り組む体制が整いつつある一方、市民の防災意識は依然として低い傾向

にあります。今後は、自主防災組織の未結成地域の解消や既存組織の活性化を図り、地域における防災

活動を促進するとともに、市民一人ひとりの防災意識の向上を図り、個々における自助の取り組みや共助へ

の参画を促し、地域の防災力を高めていく必要があります。 

●本市においては、人口増加の進む市北東部地域の消防力の強化のため、平成２７年４月に北東分署を開

署するとともに、亀山消防署を中心とした１署２分署体制へと移行させることで、市域全体の消防力の適正

化を図りました。こうした体制のもと、安定した消防力を発揮するためには、今後想定される消防職員の若年

化を見据えた、知識・技術の計画的な伝承や救急救命士の養成などが求められます。また、消防団につい

ては、地域の実情などを踏まえた組織の再編や、施設・装備等の見直しが必要です。さらに、少年消防クラ

ブの活動や、防火フェア・消防フェスタの開催などを通じて、防火意識の啓発に取り組んできましたが、今後

も継続して火災予防を推進していく必要があります。 

●本市では、平成２６年に亀山市犯罪のない安全で安心なまちづくり条例を施行し、警察や関係団体との情

報共有を行いながら、防犯対策を実施しています。今後は、より緊密な連携を図るとともに、地域まちづくり

協議会等の取り組みを通じ、地域の自主防犯団体の活動による防犯力の向上を図る必要があります。また、

近年、詐欺の手口が巧妙化しており、振り込め詐欺等の特殊詐欺の被害者が増加していることから、鈴鹿

亀山消費生活センター等と連携し、市民への情報発信や相談体制を強化していく必要があります。 

●本市では、関係機関と連携して様々な交通安全対策を行っており、交通事故の発生件数は年々減少傾向

にあります。しかし、高齢者などをはじめとして交通事故は後を絶たないことから、交通事故死亡者数ゼロを

目指し、より積極的に啓発活動を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (6)安全・安心なまちづくりの推進 

■自主防災組織数と結成率の推移 

 

（資料：危機管理室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

自主防災組織結成率 
８３.８％ 

(平成２７年度末現在) 

１００％ 

(平成３３年度末現在) 

木造住宅の耐震化率 
８４.９％ 

(平成２８年度末現在) 

９１.２% 

（平成３３年度末現在） 

火災出動に関する平均所要時間 

（覚知から放水開始まで） 

１２分５３秒 

(平成２７年度) 

１２分００秒 

（平成３３年度） 

救急出動に関する平均所要時間 

（覚知から病院収容まで） 

３９分５５秒 

(平成２７年度) 

３７分００秒 

（平成３３年度） 

交通事故死傷者数 
２１１人 

(平成２７年) 

２００人以下 

（平成３３年） 

 

【施策の方向】 

①危機管理体制の強化 

◆災害時において、行政として速やかに適切な対応がとれるよう、総合的な防災体制の確立と職員の災害

対応能力の向上を図ります。 

◆被災者の生活再建に向けた復旧・復興対策を円滑に行うため、災害廃棄物の処理や応急仮設住宅の供

与等に関する準備に努めます。 

◆応急・復旧対策や物資の確保等を円滑に行うため、事業者や各種団体との災害時応援協定の締結拡大

を図るなど、大規模災害時における受援体制を整えつつ、他の自治体や関係機関との広域的な連携体

制の強化を図ります。 

◆市民が的確な避難行動をとることができるよう、避難所の指定状況を検証するとともに、必要に応じた見

直しを行います。 
◆武力攻撃、大規模テロ等の発生時において、的確かつ迅速な国民保護措置を実施できるよう、危機管理

体制の充実を図ります。 

 
②防災環境の充実 

◆迅速かつ的確な災害情報の収集及び伝達を図るため、総合的な防災情報伝達システムを構築します。 

◆災害時において避難所機能を発揮できるよう、非構造部材の耐震化など、避難所の施設環境の整備を

図るとともに、防災資機材・備蓄品の充実を図ります。 

 

  

市民が、安全・安心に暮らせるまちで過ごしています。 

- 29 -



 

③自助・共助を基本とした防災対策の推進 

◆地域における防災・減災の取り組みを促進し、防災の日常化につなげるため、自主防災組織の育成強化

や結成率の向上を図るとともに、防災リーダーの育成や出前講座の実施、地域での防災訓練への支援を

通じ、自主防災力の強化を図ります。 

◆地域における多様な主体が一体となって防災活動に取り組めるよう、地域の特性に応じた地区防災計画

の策定を支援します。 

◆高齢者や障がい者などが適切に避難できるよう、地域における災害時要援護者への支援体制づくりを進

めます。 

◆防災マップや広報紙、市ホームページなど様々な媒体を通じて、市民に防災に関する情報を提供し、防

災意識の向上と知識の普及を図ります。 

◆非常食や生活必需品などの家庭内備蓄を促進するとともに、家族での防災対策を話し合う「家族の防災

会議」を推奨するなど、各家庭における自主的な備えを促します。 

 

④災害に強いまちづくりの推進 

◆災害時における緊急輸送道路ネットワークや避難路、ライフライン等の確保のため、公共施設や都市施設

の耐震化、狭あい道路の解消に取り組みます。 

◆木造住宅の耐震化の普及・啓発を行うとともに、耐震診断及び改修等を支援し、耐震化を促進します。 

◆災害による被害を最小限に抑えるため、河川や排水路・ため池等の整備を図るとともに、関係機関に対し、

土砂災害警戒区域等の早期指定と、危険箇所における安全対策を促します。 

 

⑤消防力の充実強化 

◆火災や救急、災害などの緊急時に的確に対応できるよう、消防職員の人材育成や消防施設・設備の充

実を図るとともに、関係機関等との連携を強化し、災害対応力の強化を図ります。 

◆火災予防を推進するため、住宅用火災警報器の設置を促進するとともに、将来の防火・防災活動を担う

人材の育成に努めます。また、防火対象物・危険物施設への立ち入り検査を実施し、防火・保安体制の

強化を図ります。 

◆適切な救急搬送を図るため、計画的に救急救命士を養成するとともに、実習や研修を充実し、救急体制

の強化を図ります。また、市民による応急手当の実施を促進し、救命率の向上を図ります。 

◆消防力の均等化を図るため、消防団の再編や施設・装備の見直しを図ります。 

 

⑥地域安全の充実  

◆市民が安全安心な生活を送れるよう、関係機関等と連携し、防犯活動の促進と防犯ネットワークの強化

を図ります。 

◆「かめやま安心メール」の利用を促進するとともに、道路照明灯や防犯灯、防犯カメラの整備など、防犯

環境の向上に努めます 

◆交通事故の発生を抑制するため、亀山警察署や亀山地区交通安全協会などの関係機関と連携し、交通

安全活動を推進するとともに、歩行スペースの確保やガードレール、カーブミラーなど交通安全施設の充

実に努めます。 

◆鈴鹿亀山消費生活センターと連携し、消費生活関連情報を的確に発信するとともに、苦情相談等の利用

を促進し、市民の消費生活の安定及び向上を図ります。 
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【現状と課題】 

●本市は、これまで培ってきた環境基盤を礎としつつ、産学民官と連携した先進的な取り組み等により、人と自

然が共生し、健全かつ持続的な発展が可能な環境保全・創造型社会の実現に向け、環境施策を総合的か

つ計画的に推進してきました。また、平成２６年３月に策定した「かめやま環境プラン（亀山市環境基本計

画）」や「亀山市地球温暖化防止対策実行計画【区域施策編】」に基づき、低炭素社会や循環型社会づくり

に向けた取り組みを進めています。こうした中、環境を取り巻く情勢は年々変化しており、とりわけ、ＣＯＰ２１

で採択された「パリ協定」を踏まえて展開される国の施策等の動向を注視しつつ、本市の自然的・社会的状

況に即し、産学民官がより一層連携し、環境問題に取り組むことが重要です。 

●亀山市総合環境研究センターは、本市の自然的社会的特性に応じた施策を策定し、実施するため、また、

地域に根ざしたニーズに取り組む拠点として、平成１７年１月に設置以来、１０年以上にわたり、その目的を

果たしてきました。しかし、１０年を経過する中で、本研究センターについても、新しい時代に向けて、果たす

べき役割を見直し、再構築する必要があります。 

●本市では、市内各地の環境測定を継続して実施し、市域における環境基準の達成状況など環境に関する

状況を把握しています。今後も継続的に状況を把握し、環境に影響を与える施設等の監視・指導に努める

とともに、市民への情報提供を図る必要があります。 

●本市では、溶融飛灰の全量再資源化により、最終処分量・ゼロを達成し、これまで環境への負荷の少ない

廃棄物処理に努めてきました。１人１日当たりのごみ排出量も年々緩やかに減少していますが、依然として

国・県の平均値を上回っています。また、資源化率は、溶融飛灰の山元還元や刈り草の堆肥化などにより全

国平均より高い水準にあるものの、近年伸び悩んでいます。今後も、市民からの意見を参考に、その意識啓

発を図り、効果的なごみ減量施策を講じるとともに、直接資源化できるごみを分別回収するなど、資源化量

の拡大を図り、より一層環境負荷の低減に努めていく必要があります。 

●本市の廃棄物処理施設は稼働後、長い年月が経過しており、ごみ溶融処理施設については、今後も一部

の主要な設備や機器が耐用年数を迎えるとともに、粗大ごみ破砕処理施設は老朽化が著しい状況にありま

す。今後も、適正かつ安定した廃棄物の処理を行うため、現有施設の計画的な整備と維持管理を図ってい

く必要があります。また、刈り草コンポスト化センターは、関衛生センターし尿処理場の統廃合も踏まえ、効率

的かつ効果的な運営に資するため、民間活力の導入に向け進めてきました。今後は適切な運営移譲が図

れるよう、し尿処理施設の跡地利用も含めたハード面の準備等が急務となります。 

●本市では、不法投棄パトロールの実施や監視カメラの設置により、不法投棄物の確認・回収件数は減少傾

向にあります。今後も監視体制の強化と早期発見・回収に努め、不法投棄をさせない環境づくりが重要で

す。 

 

  

  基本施策の大綱： 
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (7)低炭素・循環型社会の構築 

■１人１日当たりのごみ排出量と資源化率の推移 

 

（資料：廃棄物対策室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

地球温暖化防止対策に関するイベント等への参

加者数 

１,２８８人 

(平成２７年度) 

１,５００人 

（平成３３年度） 

ごみの資源化率 
３７.０％ 

(平成２７年度) 

４２.２％ 

（平成３３年度） 

１人１日当たりのごみ排出量 
９９５ｇ/人・日 

(平成２７年度) 

９１９ｇ/人・日 

（平成３３年度） 

 

【施策の方向】 

①環境負荷の少ない社会の形成 

◆市民・事業者・行政等がそれぞれの立場で環境保全に取り組むとともに、低炭素社会の形成に向け、省

エネルギー・省資源などの取り組みを通じ、地球温暖化防止対策を推進します。 

◆地球温暖化防止対策の推進を図るため、再生可能エネルギーの有効活用について啓発を行い、利用を

促進します。 

◆事業所との環境保全協定の締結を進め、排出基準の適合状況等を把握するなど、事業所に対する指導

及び監視を行うとともに、市内における大気・水質・騒音・振動などの環境基準の達成と市民への情報提

供を図ります。 

◆亀山市地区衛生組織連合会等と連携し、不法投棄の早期発見・回収に努めるとともに、パトロールや監

視カメラの効果的な活用により未然防止や監視体制の強化を図ります。 

◆地域の様々な環境課題に幅広く対応するため、総合環境研究センターを再構築し、産学民官が連携・協

働した取り組みを進めます。 

 

②ごみの減量化、リサイクルの推進 

◆市民・事業者と協働して、ごみの発生・排出抑制、再使用、再生利用を推進します。 

◆ごみ溶融処理施設から発生する飛灰全量を再資源化し、「最終処分量・ゼロ」を維持します。 

 

③廃棄物処理施設の適正管理 

◆溶融処理施設の主要な設備・機器を計画的に更新し、施設の適正管理に努めるとともに、引き続き安

全・安心で効率的な廃棄物処理に取り組みます。 

◆老朽化した粗大ごみ破砕処理施設の長寿命化を進め、施設の安定操業とライフサイクルコストの低減を

図ります。 

◆刈り草コンポスト化センターの民間移譲を円滑に進めるため、し尿処理施設の跡地を有効活用し、環境整

備を図ります。 

◆施設の長寿命化と処理の一元化を行ったし尿処理施設については、引き続き適切な維持管理を行い、

適正かつ安定したし尿処理と効率的な操業に取り組みます。 

 

 

 

市民・事業者・行政等が、それぞれの立場で環境負荷の少ない社会を目指し行動しています。 
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【現状と課題】 

●本市は、鈴鹿山系や、それを水源とする鈴鹿川水系など豊かな緑と水に囲まれ、その一部は鈴鹿国定公

園に指定されています。また、こうした豊かな自然環境を守るため、鉱区禁止区域の指定を受けるとともに、

環境保全条例等に基づき、自然環境と調和した秩序あるまちづくりを進めています。今後も、引き続き、恵ま

れた自然資源を大切に保全していく必要があります。 

●本市が有する鈴鹿川等の源流域は、市民や流域住民に多くの自然の恵みをもたらしています。これらの自

然資源を保全し、次世代に引き継いでいくため、鈴鹿川等の源流域での森林整備を一層進めるとともに、産

学民官による森林活動への支援を行うなど、自然資源の整備や保存・活用を進めていく必要があります。 

●本市では、森林の持つ水源のかん養や土砂災害防止などの多様な公益的機能の向上を図るため、環境林

整備計画に基づく環境林の整備等を行うとともに、平成２６年から三重県により創設された「みえ森と緑の県

民税」を財源とする「市町交付金」を活用し、森林環境教育の展開や、地域が主体となった里山・竹林の整

備や緑化活動を支援するなど、市民全体で森林を支える社会づくりを進めてきました。今後も、森林の持つ

公益的機能を高めるため、環境林の整備を推進するとともに、市民の森林保全への理解と関心を高めてい

く必要があります。 

●農地についてもその公益的機能が認められ、直接支払制度による農地等の保全が進められています。本市

でも関連事業に取り組む地域では、農業・農村が有する多面的機能が維持・発揮されているものの、他の地

域においては、高齢化や担い手不足等により荒廃が進み、その機能が失われつつあります。今後も、自然

環境の保全や良好な景観の形成機能など、農地が持つ多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の活動

を促進する必要があります。 

●本市では、亀山里山公園や亀山森林公園の活用などを通じて、市民がより身近に自然に触れることができ

る機会を創出し、環境保全意識の高揚を図ってきました。その一方で、自然公園の利用者数は伸び悩んで

おり、これらをより有効に活用するための方策を検討し、市民一人ひとりが主体的に行動できるよう、市民の

環境保全意識をより一層高めていくことが求められます。 

●「生物多様性に関する条約」などの国際的な取り組みにより、生態系や野生生物の保護などが図られていま

すが、まだまだ市民レベルでは生物多様性へのなじみが薄いと言えます。本市でも、生物多様性の確保に

向けた戦略的な取り組みが十分とは言えず、市民の生物多様性への関心や意識向上につながっていませ

ん。今後は、本市特有の生物多様性を総合的かつ効果的に進めるため、「生物多様性地域戦略」を構築す

るとともに、自然保護団体等の多様な主体と連携した取り組みを検討することが必要です。 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (8)自然との共生 

■環境林整備面積の推移 

 

（資料：森林林業室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

自然公園の利用者数 
１３,７１７人 

(平成２７年度) 

２０,０００人 

（平成３３年度） 

環境林整備面積 
１,１８７ｈａ 

(平成２７年度末現在) 

１,７００ｈａ 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①自然資源の保全 

◆鈴鹿山系の山並みや鈴鹿川などの豊かな自然資源の保全に対する市民意識の高揚を図るとともに、鈴

鹿川源流域である誇りと責任を明らかにする条例の検討を進めます。 

◆河川の洪水調整機能の向上や水質保全等のため、鈴鹿川等の源流域における産学民官の取り組みによ

る森林整備を推進します。 

◆環境と調和した秩序あるまちづくりに向けて、関係法令等に基づく適切な土地利用を推進します。 

 

②森林・里山・農地の保全 

◆森林の持つ水源かん養や土砂災害防止などの多様な公益的機能を維持・発揮するため、環境林を整備

し、針広混交林への誘導を図ります。 

◆荒廃が進む身近な里山や竹林を保全する市民団体等の活動を支援します。 

◆農業・農村の持つ自然環境の保全や良好な景観の形成などの多面的機能を維持・発揮するため、農地、

水路、農道等の地域資源の保全活動を支援します。 

 

③自然とのふれあいの機会の創出 

◆市民の環境意識の高揚が図れるよう、本市が有する豊かな自然資源や、自然公園等を活用し、市民が

地域の自然環境に触れる機会を創出します。 

◆市民団体等と協働し、市民が身近な自然に触れることで環境に関する理解を深め、その大切さを学ぶ機

会を提供します。 

 

④多様な生態系の確保 

◆生態系を保全するため、外来生物の駆除に取り組む市民団体等を支援するとともに、多様な生態系の保

全に対する市民意識の向上を図ります。 

◆市民の生物多様性への関心や意識向上を図るため、自然保護団体等の多様な主体との連携により、生

物多様性地域戦略策定とその推進に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然の恵みが、良好に保たれ、次世代に受け継がれています。 
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【現状と課題】 

●本市では、市域を東西に横断するように走る東海道を基軸に、亀山宿・関宿・坂下宿の三宿とその沿道に

歴史的な景観が見られます。この他にも、大和街道、伊勢別街道、巡見街道などの歴史的な街道が市内

で交差し、道に彩られた特色ある歴史文化資産が残されています。こうした貴重な歴史文化資産の存在や

価値に気づき、学びや理解を深める中で、その保存と活用を一体的に進め、地域や市全域に交流の輪と一

体感を醸成する基本的な考え方として「東海道歴史文化回廊」保存・整備基本計画を策定しました。さらに、

平成２０年度には、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づく国の認定を受けた亀

山市歴史的風致維持向上計画を策定し、まちの大きな魅力である本市固有の歴史的風致の維持向上を

図ってきました。今後も日々の暮らしの中で、市民・地域・市民活動団体等が連携して歴史文化資産を守り

生かす取り組みを進めていくことが重要です。 

●関宿のまちなみが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、平成２６年で３０周年を迎えました。市

では、伝統的建造物群保存修理修景事業により、関宿内の伝統的建造物の修理修景に対し補助を行い、

貴重なまちなみの保存を進めています。平成２７年には、東追分鳥居の建て替えに伴うお木曳き行事が住

民総出で行われ、市内外から多くの人が集まりました。関宿には今も人々の暮らしがあり、まちなみ保存もそ

うした日々の営みを大切に守りつつ、進めていくことが必要です。今後も、生活との調和を図りつつ、まちなみ

の保存とにぎわいのある地域づくりを進めていくことが求められます。 

●歴史的なまちなみには、伝統的な木造建造物が密集しており、火災をはじめとした災害に対する備えが大き

な課題となっています。本市では、保存地区の文化財としての価値を損なわないよう配慮しつつ防災対策を

進めています。今後も貴重なまちなみを守るため、地域の防火・防災意識をより一層高めていく必要があり

ます。また、歴史的なまちなみの保存を支える技術者や技能者について、高齢化が進んでいることから、今

後、その技術や技能を継承する人材を確保することが必要です。 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

 (9)歴史的風致を生かしたまちづくりの推進 

■東海道沿道における文化財公開施設数と見学者数の推移 

 

（資料：まちなみ文化財室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

東海道沿道における文化財公開施設見学者数 
５４,０８２人 

(平成２７年度) 

６７,５００人 

（平成３３年度） 

伝統的建造物群保存地区内の街道に面した建造

物の修理修景事業の完了率 

５６.０％ 

(平成２７年度末現在) 

６０.０％ 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①東海道を基軸とした歴史的風致の維持向上 

◆地域の歴史文化資産に気づき、学び、保全・活用するため、市民、地域、市民活動団体などと連携・協

働を進めるとともに、まちなみ、城跡、山車、古道など歴史文化資産の保存活動団体等の支援や、団体

間の連携・交流を深める活動を促進します。 

◆東海道を中心とした街道の連続性や宿場間の一体感を確保するため、亀山宿・関宿・坂下宿や、亀山城、

鈴鹿峠など、歴史文化資産の拠点整備を行うとともに、宿場間をつなぐ街道等関連施設の整備を促進し

ます。 

◆祭りや伝統工芸など、歴史的風致を形成している地域固有の歴史や伝統を継承する担い手の育成に努

めます。 

 

②関宿伝統的建造物群保存地区の保護の推進 

◆関宿伝統的建造物群保存地区に存する伝統的建造物等について、修理・修景により保存を図るとともに、

関宿のまちなみに対する市民の意識を高められるようその活用を推進します。 

◆歴史的景観と生活環境の調和を図るため、関宿伝統的建造物保存地区の保存に関わる技術者・技能

者の育成を推進します。 

◆関宿のまちなみと一体となって行われる「関の山車」の保存・伝承活動や、来訪者との交流を活性化する

ため、関の山車会館を整備し、保存活動団体や地域と連携して管理運営を行います。 

◆貴重なまちなみを火災等の災害から守るため、地域住民の防火・防災意識を高めるなど防災対策を進め

ます。 

 

 

 

 

 

市民、事業者、行政が一体となり、歴史的な風致を生かしたまちづくりを進めています。 
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【現状と課題】 

●本市は、東西文化が交流する地として栄えたことを背景として、有形・無形及び民俗文化財、史跡名勝天

然記念物、伝統的建造物群など数多くの文化財が残り、豊かな歴史文化を物語っています。これら歴史文

化資産を市民がまちの魅力として認識するためにも、貴重な文化財等の適切な保存や、伝承を担う人材育

成など、次世代に継承していくことが必要です。さらに、ヤマトタケル御墓や鉄道遺産など、本市の成り立ちに

関係の深い歴史文化資産について調査研究や普及啓発を進めていく必要があります。一方、市歴史博物

館のデジタル市史による情報発信や屋根のない博物館創出事業による歴史学習などにより、市民が地域の

歴史文化に関心を高めるための取り組みを進めてきました。今後、郷土への誇りや愛着を育むためには、市

歴史博物館の役割と機能をさらに生かして暮らしや学習に役立てる展開が求められます。 

●本市が交通の要衝であるという地理的特性から古代三関の一つである鈴鹿関が置かれ、近年の発掘調査

の成果をもとに、国史跡指定に向けた取り組みを進めています。また、市内には、数多くの埋蔵文化財包蔵

地があり、開発行為等に際しては発掘調査などを行って、その保護を図っています。今後、重要な遺跡につ

いては、遺跡の範囲確認など学術的調査を推進するとともに、市民及び地域の理解を深めて、貴重な歴史

文化資産として保護する必要があります。 

●本市には、文化財に指定されるもの以外にも歴史文化を知る手がかりとなるものが多く残っています。市歴

史博物館等では、これらを調査研究することで、だれもが利活用できる史資料として位置付け、適切に保存

するとともに、展示等によって市独自の歴史文化の情報源として公開しています。一方で、個人において保

存が難しい事態が生じてきているため、普段から地域との交流を広げ、調査・研究する機会の充実や収集・

保存・展示の流れを作ることが必要です。 

●文化財や史資料に関しては、それぞれの関係機関等において災害時のネットワークの整備が進められてい

ます。今後も、日頃から市域に所在する文化財や史資料、収蔵資料の状況を適切に把握するとともに、関

係機関と連携した災害時の迅速な対応が求められています。 

●市歴史博物館の屋根のない博物館創出事業では、博物館と学校との連携強化を図り、地域の歴史文化を

通して、子どもたちの郷土への誇りと愛着を育むための一体的な取り組みを進めてきました。学校でも、校区

内の学習拠点の一つとして地域との連携を進めていることから、今後は博物館と学校の連携をさらに深める

とともに、学校を通した地域との連携を強化することが求められます。 

●本市では、広報紙や広報番組、パンフレット、ホームページなど様々な媒体を介して、市内の歴史文化に関

する情報の発信を行っています。近年は、ＩＴ市史や、市歴史博物館の企画展示の記録と内容を収めた

web 図録など、電子媒体の積極的な活用によって、より広く情報を発信してきました。今後も、市民が身近

に情報を活用しながら、地域の歴史文化の魅力を共有できる環境づくりが求められています。 

 

 

  

   
１．快適さを支える生活基盤の向上 

(10)歴史文化の継承・活用  

■文化財の状況（平成２８年３月３１日現在） 

 

（資料：まちなみ文化財室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

国・県・市の指定等を受ける文化財の数 
１３２件 

(平成２７年度末現在) 

１３５件 

（平成３３年度末現在） 

歴史博物館の利用者数 
１１,５６１人 

(平成２７年度) 

１３,０００人 

（平成３３年度） 

 

【施策の方向】 

①文化財の保存・継承と活用 

◆地域の歴史を伝える文化財を適切に保存するとともに、その活用に取り組みます。 

◆地域の伝統芸能や祭礼行事など無形文化財等の保存・伝承が進められるよう、保存団体の活動や次代

の担い手の育成に対する支援を行います。 

◆鈴鹿関跡の国史跡指定に向けた取り組みや、その他重要遺跡の学術的な調査研究を進めるとともに、市

民への意識啓発や地元保存団体等との協働による保存・活用に取り組みます。 

◆市の豊かな自然を象徴する国指定天然記念物ネコギギについて、生息状況の調査を進めるとともに、保

護増殖に取り組みます。 

◆歴史文化の共通性を持った関係機関などとの連携や交流を通して、災害時における文化財保護に備え

ます。 

◆文化財等に対する市民の関心を高めるため、様々な媒体や機会をとらえた広報啓発活動を展開するとと

もに、文化財等を周遊できる環境づくりを進めます。 

 

②歴史博物館の活用と地域・学校での学習の展開 

◆地域に残された史資料を把握し、保存・収集するとともに、デジタルデータなど二次資料化を進めます。 

◆史資料を教育や学術、地域の歴史学習に生かせるよう、調査研究を拡充します。 

◆常設展示や企画展示等を通じた郷土の歴史の掘り起こしを行うなど、新たな切り口での歴史テーマの発

信と学習機会の提供に取り組みます。 

◆学校と連携し、史資料等を生かした移動展示を行うなど、子どもたちや地域の方々が地元の歴史や文化

を学ぶ機会づくりを進めます。 

◆だれもが手軽に郷土の歴史情報を活用できるよう、ホームページを充実します。 

市民が、地域の歴史文化を学び、郷土に誇りを持っています。 
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２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 
 

 

 

(1)地域福祉力の向上     42 

(2)健康づくり・地域医療の充実    44 

(3)高齢者の地域生活支援の充実    48 

(4)障がい者の自立と社会参加の促進   50 

(5)学びによる生きがいの創出    52 

(6)文化芸術の振興と文化交流の促進   54 

(7)スポーツの推進     56 
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【現状と課題】 

●本市では、地域での人と人のつながりを基本とし、顔の見える関係づくり、ともに生き支え合う社会を目指して、

亀山市社会福祉協議会、民生委員・児童委員や、福祉委員、自治会、ボランティアなどと連携して地域福

祉の推進を図っています。その中で行政計画である亀山市地域福祉計画と、地域福祉を推進する亀山市

社会福祉協議会が策定する亀山市地域福祉活動計画は、地域における生活課題や地域福祉推進の理念

の共有化など、相互に重要な役割を果たしています。今後は、各計画の施策が地域において、より効果的

に展開されるよう多様な主体で構成する地域まちづくり協議会を中心として、地域社会において日常的に支

え合う関係づくりが求められています。 

●現在、亀山市社会福祉協議会を中心にボランティアの育成や活動のコーディネートが行われており、様々

なボランティア活動が活発に行われています。また、地域と学校の連携による福祉教育も推進しています。

しかし、ボランティアの担い手の固定化や高齢化が進展していることから、ボランティア活動へ参加しやすい

環境づくりやボランティアの担い手の確保に努めていく必要があります。 

●本市では、総合保健福祉センターを保健・福祉の総合的な拠点として相談機能の充実やサービスの提供を

図っています。しかし、福祉サービスが目まぐるしく変化する中で、サービスを必要とする人が十分な情報を

入手できていない現状があるため、最新の福祉サービスに関する情報提供の充実と相談機能の強化に努

める必要があります。 

●本市では、高齢者に対する見守りや訪問活動が実施されるとともに、高齢者や障がい者、子育て中の親子

を対象としたサロン活動も地域で広がりを見せています。しかし、近くにサロンのない地域もあることから、引き

続き地域の福祉委員やボランティアなどの協力を得て、新設に向けた支援をしていくことが必要です。 

●社会・経済情勢の変化により、本市の生活保護の被保護世帯数は１６５世帯、保護人数は２２１人（平成２８

年８月１日現在）でともに過去最高を更新しています。今後も、公共職業安定所など関係機関と連携を図り

ながら、就労促進など自立を援助する取り組みを進めていく必要があります。 

●近年、生活困窮者、若者のニートや引きこもり、子どもの貧困が深刻化しています。本市では生活困窮者自

立支援法の制定を受け、自立相談支援の窓口を設置し、複合的な課題を抱えた生活困窮者に対する支援

に努めています。今後も、法に基づく事業を継続して実施し、支援をしていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

  

   
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(1)地域福祉力の向上 

■亀山市ボランティアセンターの登録者数の推移 

  

  （資料：地域福祉室） 

 

■ふれあい・いきいきサロン及び子育てサロンの設置団体数の推移 

   
 （資料：地域福祉室） 

単位:人

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

亀山市ボランティアセン
ターの登録者数

720 746 718 712 751

単位:団体

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

ふれあい・いきいきサロン 35 41 46 45 51

子育てサロン 9 9 9 9 9

合計 44 50 55 54 60
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【目指す姿】 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

亀山市ボランティアセンターの登録者数 
７５１人 

(平成２７年度末現在) 

９００人 

（平成３３年度末現在） 

ふれあい・いきいきサロン活動及び子育てサロン

の設置団体数 

６０団体 

(平成２７年度末現在) 

１１０団体 

（平成３３年度末現在） 

生活保護世帯で就労能力・意欲のある者が就

労・増収となった世帯の割合 

５０％ 

(平成２７年度末現在) 

５０％以上 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①地域福祉を支える人と組織の育成 

◆ボランティア活動への参加を促進するため、参加しやすい環境づくりを進めるとともに、体験学習や研修

会を充実し、ボランティアの担い手の確保を図ります。 

◆地域福祉活動の活性化を図るため、総合保健福祉センターを拠点として、活動団体同士の交流の場を

提供します。 

 

②安心して福祉サービスを利用できる環境づくり 

◆きめ細かな地域福祉活動を展開するため、亀山市社会福祉協議会との連携を強化します。 

◆福祉全般にわたるサービスの提供や多様な相談に対応できるよう、窓口機能を強化するとともに、福祉サ

ービスに関する情報提供の充実を図ります。 

◆障がい者や認知症など日常生活に不安のある人が地域で安心して暮らせるよう、支援体制の充実と利用

の促進を図ります。 

 

③地域での助け合い・支え合いのしくみづくり 

◆だれもが地域で安心して生活できるよう、地域まちづくり協議会やボランティア団体、サロン等の交流や見

守り活動を支援するとともに、サロンの新設を支援します。 

◆地域における身近な相談窓口として、市民の立場に立った相談援助を実施している民生委員・児童委員

等の地域福祉の担い手の活動を支援します。 

◆地域における助け合い・支え合い活動を促進するため、ボランティア活動を活性化させるしくみづくりを検

討するとともに、様々な人が集える地域福祉活動の拠点づくりを進めます。 

 

④低所得者への支援と自立支援の推進 

◆生活保護を必要とする世帯に対し、法に基づく適正な運用を実施するとともに、社会的・経済的な自立に

向け、関係機関と連携し、就労相談支援を実施します。 

◆経済的困窮や社会的孤立などの複合的な課題を抱えた生活困窮者が自立できるよう、自立相談支援機

関と連携し包括的・伴走的な支援を行うとともに、生活困窮者を早期に発見するため、地域のつながりを

生かし、見守りや声かけ活動を行います。 

◆子どもの貧困の実態把握を行い、貧困の連鎖を防止するため、学習支援や養育相談を充実します。 

◆引きこもりやニートなど生活を営むうえで困難を有する若者やその家族等が安心して社会生活を送ること

ができるよう、家庭・地域・関係機関等との連携強化を図り、若者の社会的自立への支援を行います。 

 

市民が、地域での見守りや互いの支え合いの活動により、安心して生き生きと暮らしています。 
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【現状と課題】 

●本市は、健康づくりを個人の責任としてとらえるのではなく、都市の環境そのものを健康にする「健康都市」と

いうＷＨＯ（世界保健機関）の考え方に賛同し、健康都市連合に加盟しました。そうした中、都市の機能のす

べてによって、市民の健康寿命を延ばすことを目指し、保健指導や介護事業への参加を促進するとともに、

地域の健康増進活動を支援しています。また、公立病院である医療センターの地域医療確保のために果た

すべき役割を明らかにしつつ、亀山医師会をはじめとする地域の医療機関等と連携し、地域医療全体の再

構築に向けて取り組みを進めてきました。今後は、市民が健康で幸せに暮らすことができ、安心して医療を

受けられるまちづくりが求められています。 

●本市では、悪性新生物（がん）、生活習慣病、感染症などの疾病予防対策として、亀山医師会と連携しなが

ら各種がん検診、特定健診、特定保健指導、各種予防接種を実施するとともに、食を通じた健康づくりを行

っています。今後は、健診受診率等の向上、食育の推進に継続して努めるとともに、疾病発症後の重症化

予防、こころの健康ケア対策にも取り組んでいく必要があります。 

●医療センターについては、厳しい経営状況が続く中、経営健全化を目指し、平成２８年４月から医療センタ

ーに地方公営企業法の全部を適用し、病院事業管理者を配置するとともに、地域包括ケアの調整を担当

する地域医療部を新設しました。そして、保健・医療・介護・生活支援・介護予防を的確に提供できる体制を

整えるため、今後は、地域包括ケアシステムの実現に向けた「地域包括ケア病床」の設置など地域医療を

支える取り組みを進める必要があります。さらに、建物の基幹的設備が老朽化しているため、施設整備も含

めた機能強化が必要です。 

●全国的に救急出動件数が増加傾向にある中、本市では、消防救急室の設置や救急ワークステーションの

運用など、医療機関等との連携強化や救急隊員の知識・技術向上による救急体制の強化を図るとともに、

救急車が必要な緊急性の高い方への対応が遅れることがないよう、街頭広報などによる救急車の適正利

用を呼び掛けています。引き続き、傷病者の搬送を適切に行うことができるよう、さらなる救急体制の強化

が必要です。 

●本市の国民健康保険事業については、「第１次亀山市総合計画後期基本計画」における被保険者１人当

たりの医療費増加率及び国民健康保険税収納率の目標値は達成しているものの、毎年医療費は増加して

おり、財政は依然厳しい状況です。今後は、健全な財政運営を目指し、医療費適正化に向けた効果的かつ

効率的な保健事業を推進するなど、社会保障制度を取り巻く環境が変化しつつある中、後期高齢者医療制

度を含めた公的医療保険制度の適切な運営に努めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(2)健康づくり・地域医療の充実 

■各種がん検診の受診率の推移 

 
                                                 （資料：長寿健康づくり室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

がん検診の受診率 

肺がん：３３.２％ 

胃がん：２１.８％ 

大腸がん：３２.９％ 

 (平成２７年度) 

肺がん：３５.０％ 

胃がん：２５.０％ 

大腸がん：３５.０％ 

 (平成３３年度) 

医業収支比率 
７７.６％ 

(平成２７年度) 

９９．８％ 

(平成３３年度) 

救急搬送の市内医療機関受入率 
５０.２％ 

(平成２７年度) 

５０.０％以上 

(平成３３年度) 

国民健康保険被保険者 1 人当たり医療費の増加

率（対前年度） 

４.１％ 

（平成２７年度） 

４.０％以下 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①健康な暮らしの支援 

◆生涯にわたる健康づくりを支援するため、それぞれのライフステージに応じた情報提供、各種健診や相談

など、市民が健康な暮らしを送ることのできる切れ目のない支援を行います。 

◆健康増進に関する意識が高まり、健康づくりに取り組む市民が増えるよう、地域住民が主体となり、地域の

実情に応じて取り組む健康づくり活動が広がるよう支援します。 

◆感染症予防に関する知識の普及と予防接種の接種率の向上を図るなど、感染症予防を推進します。 

◆生涯にわたり生活の質を維持し健やかな生活が送れるよう、歯と口腔の健康づくりに取り組みます。 

◆食を通じた健康づくりを支援し、正しい食生活に対する市民の理解など、関係機関と連携しながら食育の

普及を図ります。 

  

市民一人ひとりが、地域において、生き生きと健康に暮らしています。 

■救急搬送の市内医療機関受入率の推移 

      

（資料：消防救急室） 
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②疾病予防と早期発見・治療の推進 

◆こころの悩みを抱える人が早期に受診行動をとれるよう、正しい知識を普及するとともに、関係機関と連携

し、相談機能の充実を図ります。 

◆介護予防や認知症予防の知識や早期からの取り組みについて、健康教室や地域の通いの場など様々な

機会を通じて普及促進を図ります。 

◆特定健康診査等の受診率の向上を図り、市民の糖尿病予防対策などの生活習慣病の予防につなげると

ともに、亀山医師会・医療センターと連携し、生活習慣病の重症化予防に取り組みます。 

 

③地域医療提供体制の整備 

◆地域において必要となる医療体制の整備に向けて、多職種間の情報共有を進めるなど地域の医療と保

健分野の各施策を一体的に推進します。 

◆市民の立場に立った地域医療体制を構築するため、地域の医療機関等との連携強化に取り組むとともに、

亀山地域医療学講座の活用を図ります。 

◆医療センターをはじめとする地域医療機関等と消防本部の連携をさらに強化するとともに、救急車の適正

利用を促進することで良好な救急医療体制を確保します。 

 

④医療センターの機能強化と経営健全化 

◆亀山医師会や地域の医療機関との連携強化と役割分担によって、２４時間３６５日の救急体制の充実強

化を図ります。 

◆医療センターが地域医療における重要な役割を果たせるよう、適正規模の地域包括ケア病床を設置す

るとともに、在宅医療を推進します。 

◆医療センターにおける安定的な医療提供のため、老朽化した施設を整備し、医療センターの機能強化を

図ります。 

◆病院事業管理者を経営責任者とした組織体制により、病院事業を包括的に管理することで経営の健全

化に取り組みます。 

 

⑤安心できる公的医療保険制度の運営 

◆被保険者が安心して医療が受けられるよう国民健康保険事業の健全な運営を行うとともに、国や県の国

民健康保険制度改革の動向を注視し、適切に対応します。 

◆三重県後期高齢者医療広域連合と連携し、後期高齢者医療事業の適切な実施を推進します。 
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【現状と課題】 

●本市では、平成２５年度から多職種による在宅医療連携会議を開催するとともに、在宅医療連携システム

を構築し、「かめやまホームケアネット」として運用してきました。一方で、高齢者の健康管理や介護予防、買

い物などの生活支援、アクティブシニアの活用による雇用創出などはいまだ課題となっています。高齢者が

住み慣れた地域で安心して自立と尊厳ある暮らしを送れるように、あらゆる主体が連携・協力した地域包括

ケアシステムが求められています。 

●本市では、団塊の世代が７５歳（後期高齢者）となる平成３７(2025)年を見据え、高齢者の医療、介護、地

域生活などを一体的に支援するため、地域包括支援センターの体制を強化するとともに、医療センターに地

域医療室を設置し、地域包括ケアシステムの構築推進と組織間の横断的な調整を図っています。引き続き、

在宅医療・介護、認知症対策、権利擁護、高齢者虐待対応などの相談・支援体制を充実・強化しながら、

地域とともに高齢者の生活を支援していく必要があります。 

●介護保険事業は、鈴鹿亀山地区広域連合により、介護保険事業計画に基づいて、様々なサービスが提供

されています。平成２７年の介護保険制度の改正により、平成２９年４月から、高齢者の積極的な地域社会

への参加を通して、自立支援と介護予防の強化に取り組む新しい総合事業（新しい介護予防・日常生活支

援総合事業）が開始されるため、市の高齢者福祉施策も介護保険事業と一体的に進める必要があります。 

●高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らしていくためには、地域に通いの場があり閉じこもりが防止され、多

様化する個々の生活状況に応じた生活支援サービスが提供されることが重要です。高齢者が元気で生きが

いを持って過ごせるよう介護予防活動を推進し、高齢者同士の見守りや支え合いが行われるよう地域の活

動を支援するとともに、多様な生活支援サービスの担い手を創出していく必要があります。 

●高齢者の増加に伴い認知症高齢者も増加の傾向にある中、本市では、認知症サポーター養成講座を開催

し、サポーターを多数養成するとともに、認知症初期支援集中チームの設置、認知症カフェの開催など、地

域、事業者、市が一体となって認知症対策の充実に努めています。今後も高齢者の認知症や閉じこもりの

予防をはじめ、より効果的な介護予防教室の開催、見守りネットワークづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(3)高齢者の地域生活支援の充実  

■高齢者の推移（各年４月１日現在） 

 

                                                 （資料：住民基本台帳） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

在宅医療を実施する市内医療機関数 
９機関 

(平成２７年度末現在) 

１５機関 

（平成３３年度末現在） 

総合事業で高齢者に通いの場を提供する地域の

団体等の数 

― 

(平成２７年度) 

３０団体 

（平成３３年度末現在） 

認知症初期集中支援チームの高齢者及びその

家族への支援件数 

１件 

(平成２７年度) 

１２件 

（平成３３年度） 

 

【施策の方向】 

①地域包括ケアの推進 

◆医療センターをはじめ地域の医療と介護の関係機関の連携強化を図り、在宅医療と在宅介護を推進する

とともに、必要な介護基盤の整備や居宅介護サービスを強化します。 

◆高齢者の医療、介護、地域生活などを一体的に支援するため、地域包括支援センターの機能を強化・拡

大するとともに、医療・介護に関わる様々な職種が連携強化を図り、支援が必要な高齢者に対応するしく

みづくりを推進します。 

◆亀山市社会福祉協議会、亀山市シルバー人材センター、民間の事業者等から提供される生活支援サー

ビスによって地域で生活する高齢者を支えられるよう、地域組織間の連携・調整を行う協議体とともに、

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の活動を推進します。 

 

②介護予防の推進 

◆高齢者が介護を受けずに暮らしを営めるよう、運動機能の維持や認知症予防などの介護予防の充実を

図ります。 

◆地域で介護予防活動に取り組むリーダーや推進組織の育成・支援を行い、地域住民主体の介護予防活

動の展開を促します。 

 

③高齢者の生活と生きがいづくりの支援 

◆高齢者の自立生活を支えるため、介護用品の支給、緊急時の連絡、配食等のサービスや外出支援など、

生活支援の充実を図ります。 

◆高齢者の生きがいづくりや健康増進等を進め、高齢者同士の地域での見守りや支え合いを促すため、老

人クラブ活動を支援します。 

◆高齢者の就労支援のため亀山市シルバー人材センターへの支援を通じ、就労の場の開拓を促します。 

 

④認知症高齢者等対策の推進 

◆亀山医師会等の各専門職の多職種連携によって、認知症の初期支援体制を整備し、認知症高齢者へ

の訪問、アセスメント及び家族支援を行います。 

◆認知症サポーターの養成など地域の協力体制の拡充を図り、見守りのためのネットワークを強化します。 

◆成年後見制度の利用や権利擁護について、亀山市社会福祉協議会や鈴鹿亀山消費生活センターなど

の関連機関と連携しながら、必要な人への支援を行います。 

 

高齢者が、必要な介護・福祉サービスを受けながら、住み慣れた地域で安心して暮らしています。 
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【現状と課題】 

●本市の障がい者（児）の数は、高齢化の影響などから、身体・知的・精神のいずれも増加傾向にあり、また障

がいに関する相談内容についても複雑なケースが多くなっています。一方、近年では、障がいの有無に関わ

らず、だれもが住みやすい社会を目指した市民活動団体主催による福祉イベントなども開催されており、市

民意識の高まりが見られます。今後も、障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、社会

参加や自立に向けた支援が求められています。 

●平成２４年１０月に障害者虐待防止法、平成２５年４月に障害者総合支援法及び障害者優先調達推進法、

平成２８年４月に障害者差別解消法が施行されるなど、障がい者支援に必要な法整備が進められています。

今後も、国の障害者制度改革の動向を見ながら、その対応をきめ細かく行っていくとともに、障がいの有無に

よって分け隔てられることなく、人格と個性を互いに尊重し合いながら生活できるように、障がい者の差別解

消や虐待の防止について、関係機関が連携して取り組んでいく必要があります。 

●市では、障害者総合相談支援センター「あい」において、障がい者やその家族の相談支援に取り組んできま

した。平成２７年度には、障害福祉サービスを利用する人に計画相談支援事業所によるサービス利用支援

に関する計画相談が行われるようになりました。今後は、相談内容に応じたそれぞれの役割の整理を行い、

連携して支援する必要があります。 

●地域における居住の場や緊急時の避難場所として利用できるようグループホーム等の充実を図り、医療、

保健、福祉、教育及び就労等の関係機関と連携しながら、社会福祉資源をつなぐネットワークを構築し、鈴

鹿・亀山圏域で地域生活支援拠点として地域支援機能を整備する必要があります。 

●本市では、就労継続支援事業所が新規に開設されるなど、就労施設の充実が図られていますが、一般就

労に結びついた件数は少ない状況です。障がい者が地域で自立した生活が送れるよう、企業へ障がい者雇

用に関する働きかけを行い、障がいの種別や程度によって様々な就労の場の確保を図っていく必要があり

ます。 

●家族をはじめとする介助者が、高齢化でいなくなるなど、今後、成年後見制度を必要とする人が増加するこ

とが予想されるため、権利擁護事業等の普及・啓発に努めていく必要があります。 

●本市の障がい者医療助成については、県制度の対象範囲を拡大し、身体障害者手帳４級または、療育手

帳中度の交付を受けている人の医療費及び市民税非課税世帯の入院時の食事療養費に対して助成を行

い、経済的負担を緩和することにより、対象者の福祉の増進を図っています。受給資格者数は横ばいである

ものの、助成金額は年々増加しており、制度を持続的に運営するためには、現行制度での運用について見

直しを行う必要があります。 

 

 

  

   
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(4)障がい者の自立と社会参加の促進  

■障がい者数の推移（各年４月１日現在） 

  （資料：地域福祉室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

就労移行支援の利用者数 
１８人 

(平成２７年度) 

２５人 

(平成３３年度) 

グループホームの利用者数 
２９人 

(平成２７年度) 

４５人 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①障がい者の自立支援 

◆障がいのある人が自立して生活できるよう、サービスの向上を図るとともに、障害者総合相談支援センタ

ー「あい」や計画相談支援事業所と連携しながら相談支援体制の充実を図ります。 

◆障がいのある人が経済的に自立して生活できるよう、職場実習や就労移行支援等を通して、就労の支援

を行うとともに、特例子会社や社会的事業所等の就労の場の確保を進めます。 

◆障がいのある人が自立した生活を送り、社会参加するため、医療・保健・福祉・教育及び就労等の関係機

関と広域支援のネットワークを構築します。 

 

②障がい者の福祉サービスの充実 

◆障がいのある人が障がいや生活の状態に応じて適切な支援が受けられるよう、福祉用具等の給付や訪

問入浴サービスなど福祉サービスの充実を図ります。 

◆障がいのある人が住み慣れた地域で生活できるよう、居住の場としてのグループホームや緊急時に受け

入れ可能な短期入所施設などの基盤整備を促進します。 

◆障がいのある人が経済的に安心して医療を受けることができるよう、県制度を踏まえつつ医療費の自己負

担額の軽減を図ります。 

 

③だれもが暮らしやすい社会に向けた取り組み 

◆障害者差別解消法の啓発などを通して、すべての人が障がいの有無によって分け隔てられることなく人

格と個性を尊重し合えるよう、市民意識の高揚を図ります。 

◆障がいのある人が、コミュニケーションを円滑にできるよう、関係機関と連携し、相談体制を整備するなど、

合理的配慮の拡充を行います。 

◆だれもが暮らしやすい環境づくりを促進するため、ユニバーサルデザインの考え方の普及や様々な施設に

おけるバリアフリー化の啓発に努めます。 

◆障がいのある人が権利を擁護され安心して生活できるよう、成年後見制度の利用など、権利擁護事業の

活用を推進します。 

 

 

障がいのある人が、自立に向けた支援やサービスを受けながら、住み慣れた地域で自立して暮らし

ています。 
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【現状と課題】 

●本市においては、中央公民館による公民館講座や、行政出前講座など、様々なテーマによる学びの機会を

積極的に展開するとともに、産学民官の連携による「亀山市民大学キラリ」を開講し、環境・文化・健康福祉

など、幅広い分野での学習講座を行っています。こうした生涯を通じた学びの機会は、市民の生きがいづくり

や地域課題の解決に向けた人材育成につながっています。こうした学習機会をさらに効果的に進めるために

は、個々で完結してしまっているそれぞれの学習機会の体系的な再構築や、トータルコーディネート機能を

確立していくことが求められています。 

●超高齢社会の進展や、情報化技術の著しい発達などから、人々の「学び」に関する環境も大きく変化する中、

国の教育振興基本計画においても、「学び」を通じて個人や社会が直面する課題に対応する質の高い学習

機会を充実させるとともに、学習成果が広く社会で活用されることを目指しています。本市においても、「学び

による生きがいづくり」をより広くとらえ、持続可能な社会づくりの担い手として地域創生に向けた人材育成を

行い、地域についての学びを通じ、その成果を地域の課題解決などに生かすことを軸とした新しい生涯学習

の展開が求められています。 

●人々が、人生をより深く、豊かに過ごすためには、読書活動は非常に重要なものです。本市では、市民の読

書活動の定着のために、幼少期からの読書習慣を身に付けられるよう、ブックスタート事業、ファミリー読書リ

レーや、図書館ボランティアによるおはなし会の開催などにも取り組んでおり、幼少期のみならず、生涯を通

じた読書活動の充実を図っています。こうした読書環境は、図書館が拠点としての機能を果たす必要があり

ますが、現在の市立図書館については、平成２５年度に一部改修を行い、利便性の向上を図ったものの、

蔵書や開架等のスペースの不足が課題となっています。こうした中、近年、経営手法を含めた図書館の提

供するサービスは多様化が進んでいることから、本市においても、市民の読書や生涯学習の拠点性を高め、

新しい時代に必要な機能を備えた図書館のあり方を見定めていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(5)学びによる生きがいの創出 

■図書館の利用状況の推移 

 

 
（資料：図書館） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

市立図書館の入館者数 
１０４,４７４人 

(平成２７年度) 

１２０,０００人 

(平成３３年度) 

生涯学習講座の受講者数 
２５,３２０人 

(平成２７年度) 

２７,８５０人 

(平成３３年度) 

生涯学習人材バンクを活用した講座開催数 
１４回 

(平成２７年度) 

１７回 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①地域へ生かせる学びの展開 

◆学びの成果を地域課題の解決に生かすことができるよう、市民大学を核とした生涯を通じた学習体系の

再構築を進めることで、学びのトータルコーディネート機能の充実を図ります。 

◆地域の学びが地域課題の解決につなげられるよう、モデル地区での取り組みや成果を踏まえながら、地

域課題解決のための学習機会を展開するとともに、市民や地域が主体となった学びの機会の充実を図り

ます。 

◆市民一人ひとりの郷土愛が深まるよう、自然環境や歴史文化などの地域資源を生かした学習機会の充

実を図ります。 

 

②読書活動の推進 

◆市立図書館を核とした地域や学校などを含めた読書活動ネットワークを構築することで、身近な読書環境

づくりを推進します。 

◆あらゆる世代が読書に親しむ環境を創出し、交流が生まれる新しい学びを展開するため、計画的な市立

図書館の図書の充実を図ります。 

◆幼少期からの読書習慣づくりのため、家庭における読書のきっかけづくりや習慣づけに取り組みます。 

◆市民の読書活動や生涯学習の拠点としての機能の向上を図るため、新しい時代に必要な機能を備えた

図書館整備に関する検討を行います。 

 

③だれもが学べる環境づくり 

◆身近な地域での学習環境の充実を図るため、地区コミュニティセンターなどの学びの活動拠点としての充

実を図ります。 

◆市民が必要な学びの機会を得られるよう、市内で展開される多様な主体による学びの情報を、一元化し

て発信します。 

◆人材バンクを活用することで、市民の幅広い学びの人材を活用した学習機会の充実を図ります。 

 

 

 

市民が、それぞれの学びの成果によって、地域社会で活躍しています。 
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【現状と課題】 

●平成２６年度には、亀山市文化振興ビジョンに基づき、３年に一度を目途に全市的に文化に関する取り組み

を行う文化年プロジェクトをスタートさせ、１年を通じた様々な文化事業の展開や亀山市文化大使による市

内外での活動や情報発信により、多くの人が亀山の文化を再認識する契機となりました。また、文化芸術活

動の拠点である文化会館では市民参加型事業が多く開催されており、市内でも様々な分野の自主的な文

化活動が活発に行われています。さらに、毎年、本市の名誉市民である中村晋也氏の作品展示や番組放

映を行っており、今後も、子どもから高齢者に至るすべての人が文化によって心豊かな生活を営むことがで

き、幸福を実感できるような、文化振興に関する取り組みが求められています。 

●かめやま文化年２０１４では、「みつめる」をテーマに年間を通じて全市的に文化に関する事業展開を行い、

新たな文化の創造や文化を担う人づくりの契機となりました。今後、かめやま文化年プロジェクトを進める中

で、人の心に潤いをもたらし、豊かな人間性を育む源となる文化の力について、市民へさらなる浸透を図ると

ともに、団体間や地域間、世代間の交流強化を図り、本市の文化を内外に広げる発信力の高い事業展開を

行うことが必要です。 

●文化芸術の振興を図るうえで、地域文化の継承や新たな文化の創造を行うためには、文化の担い手となる

人づくりが求められます。多様で魅力的な文化活動を実践する人材や団体などの育成や支援を行うとともに、

優れた人材が各方面に育つような環境づくりを進める必要があります。 

●文化芸術活動の拠点施設として、文化会館等の計画的な改修整備や点検を進め、機能充実に努めていま

す。今後は、文化会館を中心に、市内外の文化関連施設の相互連携を図り、市民が活動しやすいような環

境を整えるとともに、既存施設の有効活用等により、市民が身近なところで文化芸術に親しめるような場づく

りを進める必要があります。 

●本市では、市美術展や市民文化祭などの文化事業が定着し、市民の文化芸術に対する意識の高まりにつ

ながっています。亀山市芸術文化協会を中心に様々な団体が活動を行うほか、現代アートやミュージカルと

いった新たな創造的活動も生まれるなど、市民レベルでの文化芸術活動の活性化が図られています。こう

した活動の成果を発表できる機会や場の提供を行い、市民の活動意欲をより一層高めるとともに、活動情報

を広く発信することにより、活動の輪を広げる取り組みを進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(6)文化芸術の振興と文化交流の促進  

■文化会館入場者数の推移 

  

（資料：文化スポーツ室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

亀山市芸術文化協会の団体数・会員数 

４７団体 

７２８人 

(平成２７年度末現在) 

５０団体 

７５０人 

(平成３３年度末現在) 

文化会館自主文化事業にかかる入場者数 
１６,７４６人 

(平成２７年度) 

１７,６００人 

(平成３３年度) 

市主催等の公募展への出演・出展者数 
２,３４１人 

(平成２７年度) 

２,５００人 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①文化政策の推進 

◆文化資源を様々な分野に生かした文化の魅力あふれるまちづくりを推進します。 

◆産業や観光振興など、異分野にも影響を与えることのできる、魅力ある新たな文化資源を創造します。 

◆デザインマネジメントを取り入れるなど、文化に関する情報発信力の強化を図ります。 

◆文化政策の基本的な考え方などを示す条例整備に向けた検討を行います。 

◆文化会館を基点とした地域に根ざした文化政策を推進します。 

 

②文化交流の促進 

◆新たな文化創造につなげられるように、個人や団体などが相互に交流・連携できる機会を充実するととも

に、市内外の地域間の文化交流を積極的に推進します。 

◆多種多様な文化の振興を図るため、各世代別活動の相互理解を深め、世代間の文化交流を促進しま

す。 

 

③文化の拠点づくり 

◆文化の拠点の核となる文化会館の計画的な機能整備を図り、市民の施設利用を促進します。 

◆文化会館を核として市内外の文化施設との相互連携によるネットワークづくりに努めます。 

◆身近な文化活動の拠点化を図るため、アートリースや創作活動の場として、公共施設の有効活用を図り

ます。 

◆文化の力を生かした交流人口の拡大やまちのにぎわいの創出を図るため、市民が気軽に集い、活発な交

流が促進できる多機能なギャラリー空間を備えた文化の拠点づくりを進めます。 

 

④文化芸術活動の活性化 

◆市民の文化芸術に対する意識を高めるため、文化芸術に関する情報を積極的に提供するとともに、優れ

た文化芸術を鑑賞・体験する機会を充実します。 

◆市民の活動意欲をより一層高めるため、文化芸術活動の成果を発表する機会を充実します。 

◆亀山市芸術文化協会等、芸術文化活動を行う団体との連携を強化し、文化芸術に優れた人材の育成と

市民の自主的な活動を支援します。 

◆文化会館と連携したアウトリーチ活動の充実など、子どもたちの文化・芸術体験機会の確保と豊かな情操

を育む機会の提供に努めます。 

 

市民が、文化的な個性や魅力にあふれたまちの中で心豊かに生活しています。 
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【現状と課題】 

●2020(平成３２)年の東京オリンピック・パラリンピックの開催決定、スポーツ庁の新設など、近年、スポーツが

大きく注目されています。三重県でも、平成３０(2018)年に高校総体、平成３３(2021)年に三重とこわか国

体の開催が予定されており、本市はそれぞれの大会においてウエイトリフティング等の競技会場の一つとなっ

ていることから、このような大きな大会が身近に感じられる絶好の機会を迎えます。また、かめやま文化年

2014 では、スポーツ・健康文化をテーマに、多数の市民の皆さんと一緒にラジオ体操に取り組みました。人

格の形成や体力の維持向上、健康長寿の礎であり、明るく豊かな社会を形成するうえで欠かすことのできな

いスポーツを地域文化ととらえ、「する」、「観る」、「支える」といった側面から継続して発展させていくことが

必要です。 

●本市では、市が開催するソフトボール大会やバレーボール大会、ニュースポーツ体験教室、総合型地域ス

ポーツクラブや亀山市レクリエーション協会等が開催するスポーツ教室・大会などを通して、日常的にスポ

ーツを楽しむ市民が増えています。今後も、生涯を通じてだれでも気軽にスポーツに取り組めるよう機会の

提供に努め、スポーツ人口のより一層の拡大を図る必要があります。 

●生涯にわたり健康で充実した生活を送るためには、子どものころからの運動や健康に関する生活習慣づくり

が大切です。運動や健康に関する正しい生活習慣が身につくよう、関係団体等と連携を図り、子どもたちが

運動に親しむきっかけづくりを行うとともに、スポーツの専門的な指導者の確保に努める必要があります。 

●本市では、体育館や野球場、プールなどの運動施設について、必要に応じて改修を行うとともに、インターネ

ットを活用した予約システムを導入するなど、市民が利用しやすい環境づくりを進めています。今後も施設の

適切な維持管理に努めるとともに、市民ニーズに応じた競技施設の充実を図る必要があります。さらに、本

市が高校総体や国体の競技会場となることから、施設整備を含めた計画的な準備を進め、地域からスポー

ツを盛り上げていくことが必要です。 

●本市では、亀山市体育協会、亀山市スポーツ少年団体連絡協議会、亀山市レクリエーション協会を中心に、

多種多様な団体がそれぞれ活発な活動を展開しています。しかし、中には、役員の高齢化や指導者の不

足、大幅な会員数の減少が見られる団体もあり、若い担い手の確保や指導者の育成を図るとともに、団体

間の連携による組織の強化が必要となっています。一方で、総合型地域スポーツクラブについても、今後も

安定した自主運営を継続するため、引き続き情報提供や助言などの支援を行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
２．健康で生きがいを持てる暮らしの充実 

(7)スポーツの推進  

■市内の主な運動施設の利用状況の推移   

 

  （資料：文化スポーツ室） 

単位:人

施設名 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

西野公園 52,595 67,620 81,048 73,561 74,466

東野公園 29,489 29,062 32,445 36,889 37,360

B&G海洋センター 32,973 33,114 34,604 34,678 35,445

関総合公園多目的グラウンド 10,385 12,732 11,918 10,976 10,065

その他 11,805 15,993 11,162 12,093 12,561

合計 137,247 158,521 171,177 168,197 169,897
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【目指す姿】 

 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

市や団体等が主催するスポーツ教室・大会の参

加者数 

１９,９００人 

(平成２７年度) 

２１,０００人 

(平成３３年度) 

市内の主な運動施設の利用率 
７２.０％ 

(平成２７年度) 

７８.０％ 

(平成３３年度) 

スポーツ関連団体の構成者数 
４,７５４人 

(平成２７年度末現在) 

５,０００人 

(平成３３年度末現在) 

 

【施策の方向】 

①スポーツ活動の推進 

◆総合型スポーツクラブなどスポーツ団体や関係機関が実施する各種教室や大会などを支援することで、

市民がだれでも気軽にスポーツや運動に取り組めるよう、幅広い参加機会を提供します。 

◆子どもが身近で気軽にスポーツや運動に取り組むことができるよう、家庭、学校、地域、スポーツ団体が

連携してスポーツや運動に親しむ環境づくりに努めます。 

◆生涯スポーツの推進のため、スポーツ推進委員の取り組みによる地域に根ざしたスポーツ活動の充実を

図ります。 

 

②スポーツの拠点づくり 

◆市民が快適にスポーツに取り組めるよう、市民ニーズに応じた運動施設の利便性の向上を図り、市民の

施設利用を促進します。 

◆地域におけるスポーツ活動の拠点施設となる学校運動施設の有効活用を図ります。 

◆大規模な大会等の開催に適した拠点づくりのため、施設環境の整備を進めます。 

 

③スポーツ団体の育成と競技力の向上 

◆スポーツ活動の活性化を図るため、自主的にスポーツ活動を行う団体の組織強化や活動支援に取り組

みます。 

◆スポーツ競技力の向上を目指し、有能な競技者の全国大会等への出場を支援するとともに、スポーツ団

体と連携し地域の専門的な指導者やリーダーの育成・活用を図り、地元アスリートの発掘、育成、支援に

つなげます。 

 

④スポーツ文化の浸透 

◆市民がスポーツを観戦する楽しみ、応援する喜びを感じられるよう、スポーツに関する情報を積極的に提

供するとともに、トップレベルの競技スポーツを身近に感じられる機会を創出します。 

◆体力づくりや健康づくりのきっかけとして、ウォーキングやラジオ体操など、日常生活の中で、子どもから大

人まで気軽に取り組める運動に関する情報を積極的に発信します。 

 

 

市民が、スポーツに関心を持ち、生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るためスポーツを楽しん

でいます。 
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３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 
 

 

 

(1)企業活動の促進・働く場の充実    60 

(2)地域に根ざした商工業の活性化   62 

(3)農林業の振興     64 

(4)まちづくり観光の推進     66 

(5)広域的な交通拠点性の強化    68 
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【現状と課題】 

●本市はこれまで、高速道路が結節する交通アクセスの利便性や中部・近畿両圏の中間に位置する地理的

優位性を生かし、名阪亀山・関工業団地や亀山・関テクノヒルズ等を中心に内陸型工業都市として発展して

きました。その一方で、国内の景気は、平成２０年の世界同時不況以後、一定の回復傾向は見られるものの、

企業の設備投資については、依然として海外投資が優先される傾向にある中で、国内産業の空洞化が懸

念されています。本市においても、企業立地や産業活動が停滞した時期がありましたが、最近では民間産

業団地における未造成区域の造成再開や、平成３０年度に新名神高速道路の県内区間の全通が予定され

るなど、産業基盤の整備が進められています。今後は、これらの基盤を生かしながら、安定した雇用や地域

経済を活性化するため、企業立地や市内企業の活発な事業活動をより一層促進していく必要があります。 

●本市はこれまで、独自の産業奨励制度により、市内民間産業団地などへの企業の新規立地や既存企業の

事業拡張を促進するとともに、企業ニーズや現行制度の検証を踏まえた新たな制度を確立しました。今後

は、この制度を効果的に活用し、より積極的に企業誘致や市内企業の活性化を進めていく必要があります。 

●世界同時不況以降、県内でも有効求人倍率が１を下回る状況が続いていましたが、平成２６年以降は１を

上回り、緩やかに上昇傾向が続いています。本市における雇用対策は、亀山市雇用対策協議会が開催す

る求人懇談会などの取り組みに対する支援を通じて、市内企業の雇用確保や雇用の安定を図ってきました。

こうした取り組みを継続するとともに、地方創生を推進する観点から、若者をはじめとして、女性、高齢者、障

がい者など、多様な雇用を創出していくことが求められます。 

●経済、社会環境が変化する中、企業が持続的に発展していくためには、多様な働き方へのニーズに対応し、

だれもが活躍できる労働環境を整えることが重要な課題です。こうした労働者の働きやすい環境を目指すた

めには、大企業はもとより、市内企業の大半を占める中小企業、特に小規模企業における「働き方改革」を

推進する必要があります。 

●本市においては、地域の清掃活動や森林整備に関する活動など、企業によるＣＳＲの取り組みが広がりをみ

せています。ＣＳＲ活動は企業価値を高め、地域経済の持続的発展にもつながることから、さらにその取り組

みを応援していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 

(1)企業活動の促進・働く場の充実  

■製造業の推移（従業者４人以上の事業所） 

 

（資料：工業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

事業所数(箇所) 135 133 124 119 121

従業者数(人) 10,523 10,523 9,630 9,498 9,701

１事業所当たり従業者数(人) 78 79 78 80 80

製造品出荷額等(億円) 10,860 6,247 7,637 7,717 10,495

１事業所当たり出荷額(億円) 80 47 62 65 87
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

企業立地・事業拡張件数 ― 
１０件 

（平成３３年度末現在） 

製造品出荷額等の額 
１０,４９５億円 

(平成２６年) 

１１,２００億円 

（平成３３年） 

製造業の従業者数 
９,７０１人 

(平成２６年) 

１０,２００人 

（平成３３年） 

 

【施策の方向】 

①持続可能な産業構造の構築 

◆経済情勢の変化にも対応できる持続可能な産業構造を構築していくため、本市が有する立地特性やポ

テンシャルを生かし、トップセールスや新たな産業振興奨励制度の活用による企業立地や既存企業の事

業拡張による多様な産業集積を促進します。 

 

②既存企業の活性化 

◆企業の経営基盤強化を促進するため、企業の商品開発や販路開拓を支援します。 

◆既存企業が活発に事業活動を展開できるよう、企業ニーズを把握し、企業間交流や産学民官連携を促

進するなど、企業支援体制を充実します。 

 

③雇用の創出と働きやすい環境づくり 

◆亀山市雇用対策協議会、ハローワークや商工会議所などの関係機関等と連携し、雇用を促進するととも

に、経済・雇用の一体的な対策に取り組みます。 

◆就労者の働きやすい環境を目指し、ハローワークや労働局等の関係機関と連携し、雇用や労働に関する

相談に応じるとともに、企業や労働団体など関係機関と協議を行い、地域に根ざした「働き方改革」を進め

ます。 

 

④企業との連携によるまちづくり 

◆企業による様々な分野でのＣＳＲ活動を推奨するとともに、優れた事例の情報発信を図るなど、市内企業

によるＣＳＲ活動の活発化を促すことで、企業との協働によるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な企業が、市内に立地し、事業活動を活発に行うことで、雇用が創出されています。 
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【現状と課題】 

●本市には、ＪＲ亀山駅周辺の中心的市街地や市北東部の国道３０６号線沿道等を中心に、一定の商業機

能が集積し、市民の日常生活を支えています。また、総合計画策定のためのアンケート調査では、８５%の方

が「日常の買い物のしやすさ」に対して、重要と回答しており、市民の日々の暮らしを支える商業機能の充実

が求められています。しかし、市内外における大規模店舗の立地や計画、及び後継者不足により、市内商

業を取り巻く環境は変化しており、今後も一層、地域に根ざした商業の展開に取り組んでいく必要がありま

す。 

●本市では、商店街を含む市街地のにぎわい形成を目指し、商業団体の主催による１００円商店街、亀山大

市、まちゼミ等の商業活性化の取り組みを支援しており、こうした取り組みは、多くの来訪者を呼び込み、商

店街が持つ潜在的な魅力を発信しています。今後もこうした取り組みの実施により構築された関係者間のつ

ながりを生かしながら、課題を共有し、その解決のための自主的な取り組みや資源活用の工夫が求められ

ます。さらに、市街地における商店数の確保や空き店舗対策等については、現状を把握するとともに、支援

策を検討していく必要があります。 

●本市では、亀山商工会議所などの関係機関と連携しながら、経営革新セミナー、販路開拓支援や各種の

助成制度などにより、市内事業者の経営力強化に向けた取り組みを支援しています。地域に根ざした事業

活動を行う市内事業者は、地域の経済や地域社会の担い手として重要な役割を果たしていることから、持

続的な経営を促進するため、今後も支援していくことが求められます。 

●本市では、創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」を形成し、創業セミナーの開催など、亀山商工会議

所や金融機関等と連携し、創業者支援に取り組んでいます。こうした取り組みを継続するとともに、若者や女

性などによる起業を地域の活性化につなげていく必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 

(2)地域に根ざした商工業の活性化 

■卸・小売業の推移 

 

（資料：商業統計調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区　　　　分 平成14年 平成16年 平成19年 平成23年 平成26年

卸売業(店) 47 61 59 50 54

小売業(店) 480 447 401 265 288

計(店) 527 508 460 315 342

卸売業(人) 297 351 331 258 355

小売業(人) 2,540 2,442 2,624 1,797 1,886

計(人) 2,837 2,793 2,955 2,055 2,241

販売面積 小売業(㎡) 43,070 45,541 47,982 36,102 41,180

卸売業(百万円) 71,789 85,677 13,782 15,117 22,278

小売業(百万円) 34,426 33,880 40,971 29,306 32,095

計(百万円) 106,215 119,557 54,753 44,423 54,372

商店数

従業者

販売額
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

都市拠点における空き店舗活用件数 ― 
５件 

（平成３３年年度末現在） 

カメヤマ創業アシストのサポートを受けた創業件数 ― 
３０件 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①にぎわいのある商業地域の形成 

◆ＪＲ亀山駅周辺をはじめとする既存商業施設が集積する都市拠点において、空き店舗の活用等を促進す

るなど、都市形成と地域のまちづくりとの整合を図りながら、まちの魅力を向上させるにぎわいのある商業

地域の形成を進めます。 

 

②多様な主体による一体的な取り組みの促進 

◆商業活性化に向けた取り組みを実行できる組織・人材の育成・確保を図るため、商業団体の組織力や団

体間の連携強化を支援します。 

◆商業者、商業団体、行政が一体となって、「亀山まちゼミ」、「亀山大市」、「亀山１００円商店街」等の市内

商業を活性化する取り組みを推進します。 

 

③市内事業者の経営力の向上 

◆市内商工業全体のレベルアップを促すため、県や商工会議所等の関係機関と連携し、市内事業者の新

たな事業展開や魅力づくり、経営安定化に向けた支援を実施します。 

 

④新たなビジネスの創出 

◆商工会議所や金融機関など、地域の創業支援機関と連携し、市内での創業を支援します。特に若者や

女性などを中心とした創業について、制度の充実を図ります。 

◆農商工連携、コミュニティビジネスなど、地域資源を活用した地域に根ざす産業の創出を促進します。 

 

 

 

 

 

 

市内事業者が、地域に根ざし活発な経営を行っています。 
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【現状と課題】 

●本市では、鈴鹿川や安楽川、中の川などの河川流域を中心に水稲・麦、丘陵部で茶・野菜・花木・畜産等、

多様な農業が展開されています。特に茶については、中の山パイロットを中心に生産されており、亀山茶とし

てのブランド化への取り組みが進められています。また、林業は、北勢地方随一の林業地帯として古くからス

ギ・ヒノキを主とした人工造林が進められ、良質な木材の生産・供給を行っています。 

●農業を取り巻く環境は、依然として厳しい状況である中、国においては、「守る農業」から「攻めの農業」への

転換や、生産者が安心して生産に取り組める支援など、農業の競争力の強化策に取り組むこととしており、

今後の環境の変化を引き続き注視しながら、適切に対応していくことが求められます。 

●本市では、農地の利用集積の伸び悩みや獣害被害等により、農業経営力・農業生産力が低下し、耕作放

棄地の増加が見られます。また、農業従事者の高齢化、後継者不足は、担い手となる認定農業者や集落

営農組織においても課題となってきています。こうした中、中山間地域において、地域農業の活性化のため、

耕作放棄地解消や農地保全に取り組む営農組織も設立されています。今後は、担い手農家や集落営農組

織の農業生産性向上や生産規模拡大のため、農地の利用集積を進めるとともに、意欲ある若者などの新

規就農や営農組織への参画を促進することが必要です。 

●本市では、農業者や農業者団体が、地域の資源を生かした６次産業化や農商工連携、ブランド化など農作

物の付加価値向上への取り組みを行っています。農業が職業として自立し、選択しうる魅力とやりがいのあ

る産業となるよう、農業の組織化や付加価値の向上など「儲かる農業」や「攻めの農業」への取り組みなどを

支援することが必要です。また、「かめやまっ子給食」を中心に、「顔の見える関係」のもとでの地産地消の取

り組みを生かした食育の推進に努めています。次代の農業者の育成や農業への理解を深めるためにも、こう

した取り組みを継続していく必要があります。 

●本市では、野生鳥獣による農作物や森林被害削減のため、県や獣害専門家と連携し、地域での獣害対策

に取り組んでいます。今後も、生産意欲の減退や耕作放棄地の増加を防ぐため、行政と地域が一体となっ

て獣害対策に取り組むことが必要です。 

●本市では、木材価格の低迷や経費の上昇等により、林業経営は依然として厳しい状況にある中、林業事業

体による施業の集約化や路網整備等により生産性向上に取り組んでいます。また、公共建築物の木造化・

木質化を進め、木材の利用拡大に取り組んでいる中、県内には木質バイオマス発電所が３箇所稼働し、ま

すます木材(チップ材)の需要が高まっています。今後の持続可能な安定した林業経営に向け、さらに施業

を集約化し、効率的な森林施業を進めるとともに、地域材のブランド化など付加価値向上や、公共建築物や

一般建築物、木質バイオマス燃料等への利用を促進することが必要です。 

 

  

   
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 

(3)農林業の振興 

■農家数及び経営耕地面積（地目別）の推移 

 

（資料：農林業センサス） 

 

 

 

 

平成22年 平成27年 増減

1,878 1447 ▲ 431

831 722 ▲ 109

専業 213 170 ▲ 43

第1種兼業 63 18 ▲ 45

第2種兼業 771 537 ▲ 234

総面積 1,115 916 ▲ 199

田 832 675 ▲ 157

畑 127 127 0

樹園地 156 114 ▲ 42

販売農家(戸)

経営耕地地目別面積(ha)

総農家数(戸)

自給的農家数(戸)

区分
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

新規認定農業者及び認定新規就農者の数 ― 
１０人 

（平成３３年度末現在） 

６次産業化や農商連携に取り組む認定農業者数 
１０人 

（平成２７年度末現在） 

１５人 

（平成３３年度末現在） 

利用間伐施業面積 ― 
３００ha 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①農業経営体の育成・確保 

◆地域農業の維持・発展を図るため、農業の担い手として中心的な役割を果たす認定農業者や集落営農

組織の育成・確保を図ります。 

◆農業従事者の高齢化、後継者不足に対応するため、今後の担い手となる意欲ある若者などの新規就農

や親元就農、集落営農組織への参画を支援します。 

 

②農業経営の安定化 

◆農業が職業として自立し、選択しうる魅力とやりがいのある産業となるよう、県や農業協同組合など関係機

関と連携しながら、「儲かる農業」や「攻めの農業」への取り組みを支援します。 

◆農作業の効率化、維持管理費の軽減のための地域の実情に合った農業基盤の整備を進めます。 

◆有害鳥獣による農作物への被害防止を図るため、行政と地域関係者が一体となった獣害対策に取り組

みます。 

 

③高付加価値農業の展開 

◆地域の資源を生かした６次産業化、農商連携、ブランド化などの農畜産物の付加価値向上に取り組む農

業者等を支援するとともに、都市住民や地域住民との交流を通じた農業の展開を支援します。 

◆食に対する多様なニーズを見据えた、地域で生産された安心安全な農畜産物を地域で消費する地産地

消への取り組みや、特産品の消費拡大への取り組みを支援します。 

◆農業生産条件が不利な中山間地域において、地域の特性を生かした農業生産を支援し、地域の活性化

を図ります。 

 
④林業経営の安定化 

◆林業事業体の持続可能な安定した林業経営のため、林業事業体が施業の集約化に必要な森林所有者

の情報を得やすくするとともに、施業集約化や路網整備など林業生産活動を支援します。 

◆木材関係団体等と連携し、地域材のブランド化など付加価値向上に取り組みます。 

◆地域材の循環利用を図るため、地域材を利用した公共建築物の木造化・木質化を推進するとともに、一

般建築物への地域材の普及や木質バイオマス燃料等への利用を促進します。 

 

 

 

農林業の担い手が、効率的かつ安定した経営を営んでいます。 
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【現状と課題】 

●本市は、地域文化と定住環境が調和する持続的な観光を実現していくため、地域が主体となってあらゆる

資源を生かし、交流と活力を生み出す「まちづくり観光」の考え方を基本として様々な取り組みを進めてきま

した。特に、東海道関宿は、地域住民がそこで生活しながらも、歴史的な佇まいをまちの魅力として地域主

体で磨き上げています。今後は、本市を目的地として来訪されるよう、交通利便性というポテンシャルを生

かして、着地型観光の推進と地域経済の活性化を見据えた取り組みが必要です。 

●本市では、まちづくり観光に携わる団体が増え、多様な主体により、様々な取り組みが進められています。し

かし、これらをつなぎ合わせ、交流・集客を促進し、経済効果、資源保全など、地域のまちづくりにつなげる

「まちづくり観光の好循環」の十分な形成にまでは至っていません。まちづくり観光を進めるコーディネート力、

推進力が必要であり、関係者が一体となって観光振興に取り組み、地域経済につなげるしくみづくりを進める

必要があります。 

●道の駅関宿やサンシャインパーク等の立ち寄り型観光施設への来訪者は増加しているものの、観光客の滞

在時間が短くなっていることが、本市の課題です。今後は、商業機能の充実に努め、観光客が訪れた際に

観光資源とともに名物や特産などでもてなすなど、観光客に長く滞在してもらえる環境づくりが必要です。 

●本市は、亀山みそ焼きうどんや亀山ラーメンなど、民間主体の食による観光振興が進められ、最近では、亀

山商工会議所により「伊勢ノ国 まほろば街道」による街道観光が進められています。その一方で、首都圏な

どでのプロモーション活動を展開しているものの、まだまだ全国的な知名度は低い現状にあります。より多くの

方に知ってもらい訪れてもらうため、本市が有する観光資源の掘り起こしや魅力の向上を図るとともに、より

効果的な情報発信を行っていく必要があります。 

●平成２８年に開催された伊勢志摩サミットを受け、会場となった伊勢志摩地域はもとより、本市においても海

外での知名度が向上していることが考えられます。訪日外国人の本市への来訪状況等を見極めながら、こ

うした好機が生かせるよう、インバウンドに対応した取り組みを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

   
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 

(4)まちづくり観光の推進 

■主要観光施設利用者数の推移 

（単位：人） 

 

（資料：観光振興室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

亀山市歴史博物館 10,027 10,877 10,267 10,691 10,095

関宿旅籠玉屋歴史資料館 20,724 18,726 18,918 14,735 18,696

名阪森林パーク 12,572 15,328 13,495 13,801 14,485

亀山市石水渓キャンプ場施設 7,706 6,295 8,337 6,853 8,017

道の駅「関宿」 62,807 62,881 96,016 105,658 108,159

亀山サンシャインパーク 94,742 84,437 78,497 109,293 147,198

合計 208,578 198,544 225,530 261,031 306,650
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

主要観光施設入込客数 
３０６,６５０人 

(平成２７年度) 

３６８,０００人 

（平成３３年度） 

関宿内の観光関連店舗数 
２２店舗 

(平成２８年９月末日現在) 

２６店舗 

（平成３３年度末現在） 

まちづくり観光に関わる団体数 
８９団体 

(平成２８年９月末日現在) 

９４団体 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①持続可能なまちづくり観光の推進 

◆観光による地域経済の活性化に向け、多様な主体をつなぎ合わせ、地域全体の観光マネジメントを担う

亀山版ＤＭＯの形成を検討します。 

◆来訪者の増加と認知度の向上のため、シティプロモーション戦略を活用し、市の魅力が市内外で共有さ

れるよう、様々な機会を通じた情報発信を図ります。 

◆まちづくり観光のコーディネート機能を果たす亀山市観光協会へ支援を行い、円滑な運営と組織力の強

化を促進します。 

 

②観光地の魅力づくり 

◆関宿等における第３次産業を中心とした起業を支援し、観光需要の獲得や来訪者の消費拡大を図りま

す。 

◆本市が有する豊かな自然資源や多様な産業を活用した体験型観光の充実を図るとともに、歴史文化資

産等を活用した教育観光の拡充に取り組みます。 

◆関係機関と連携しながら、東海道をはじめとする歴史文化遺産を活用した観光促進を図ります。 

 

③快適に滞在できる受け入れ環境の向上 

◆観光客の利便性向上を図るため、観光施設の充実を図ります。 

◆パンフレットの多言語対応や観光地における通信環境の充実に努め、外国人向けの観光情報提供サービ

スの向上を図ります。 

◆観光客をおもてなしの心で迎えられるよう、まちづくり観光を担う市民や市民活動団体に対する活動支援

を行うとともに、団体同士の交流や研修会等を通じた人材育成を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来訪者が、地域の魅力に共感し、活気にあふれた交流が行われています。 
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【現状と課題】 

●古くから交通の要衝であった本市は、現在も広域交通網の結節点として、中部と関西の両圏域をつ

なぐ重要な役割を担っています。新名神高速道路などの広域高速道路網をはじめ、新たな国土の大

動脈としてわが国の経済社会を支え、東京・大阪間の二重系化による災害に強い国土形成等に大き

く貢献することが期待されるリニア中央新幹線の実現により、交通の要衝としての地域ポテンシャ

ルをさらに高めていくことが求められています。 

●リニア中央新幹線については、東京・名古屋区間の整備が着実に進められる中、東京・大阪間の全

線開業に向け、国が財政投融資の手法を活用することを表明したことにより、２０４５年から最大

で８年間前倒しされる可能性が生じました。このような動向を受け、官民連携組織である「リニア

中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議」による誘致活動をさらに強め、関係機関に対し、ル

ートや停車駅の早期決定を促していく必要があります。 

●リニア中央新幹線の市内停車駅誘致に伴う駅周辺整備に備えるため、平成８年度から「リニア中央

新幹線亀山駅整備基金」を設置し、計画的に積み立てています。引き続き、目標額の達成に向け、

継続した積み立てを行うとともに、リニア効果を最大限に生かすため、経済効果や都市機能など、

リニア中央新幹線の市内停車駅を踏まえたまちづくりについて研究していく必要があります。 

●本市は、交通の結節点であるがゆえに、東名阪自動車道において慢性的な交通渋滞が発生しています。

こうした中、新名神高速道路の県内区間については、平成２８年８月に四日市ＪＣＴから新四日市

ＪＣＴ間が開通し、また、新四日市ＪＣＴから亀山西ＪＣＴ（仮称）間についても、現在開通に向

けた工事が進められています。新名神高速道路の県内区間の全線開通は、東名阪自動車道の渋滞を

解消し、本市の交通拠点性を更に高めることから、関係機関に対し、事業の着実な進捗と早期の整

備を促していく必要があります。 

●都市計画決定に向け、現在、環境アセスメントが進められている「鈴鹿亀山道路」については、亀山ＪＣＴと

鈴鹿市北勢バイパスを結ぶ地域高規格道路として、インターチェンジへのアクセス向上や地域の利便性向

上のみならず、南海トラフ地震等の大規模災害発生時において、内陸部と沿岸部を東西に連結する「くしの

歯」としての役割が期待されています。今後も関係機関と連携しながら、その実現に向けた取り組みが求め

られます。 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
３．交通拠点性を生かした都市活力の向上 

(5)広域的な交通拠点性の強化 

■リニア中央新幹線を巡る近年の動き 

年・月 内容 

昭和４８年 リニア中央新幹線を全国新幹線鉄道整備法に基づく基本経路路線として決定 

平成９年 山梨リニア実験線先行区間での走行試験開始 

平成１５年 有人走行で世界最高速度５８１ｋｍを達成 

平成２３年 国土交通大臣がＪＲ東海をリニア中央新幹線の営業主体及び建設主体として指名 

平成２５年 ＪＲ東海が東京-名古屋間の環境影響評価準備書を公表 

平成２６年 東京-名古屋間工事着工 

平成２８年 
「未来への投資を実現する経済対策」を閣議決定。財政投融資制度を活用し、 

リニア中央新幹線の全線開業を最大８年間前倒しすることを盛り込む。 

（資料：企画政策室） 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

リニア中央新幹線亀山駅整備基金残高 
１５億５,０９０万円 

(平成２７年度末現在) 

２０億円 

（平成３３年度末現在） 

 

【施策の方向】 

①リニア中央新幹線市内停車駅の誘致の推進 

◆リニア中央新幹線の三重・奈良ルートの早期決定と市内停車駅誘致に向け、三重県など関係機関等との

連携を強化し、市民・企業・商業者と一体となった積極的な誘致活動を展開するとともに、市民の意識高

揚を図ります。 

◆リニア中央新幹線の市内停車駅整備の効果を最大限に生かすことができるよう、経済効果や都市機能な

ど、市内停車駅を核としたまちづくりの検討を行います。 

◆リニア中央新幹線の市内停車駅整備を見据え、計画的な財源確保に努めます。 

 

②広域道路網の強化 

◆広域高速道路網の結節点としての機能をさらに高めるため、関係機関に対し、新名神高速道路の早期整

備を促します。 

◆内陸部と沿岸部の東西軸となる鈴鹿亀山道路や国道１号亀山バイパスの４車線化、国道１号関バイパス

など、広域道路網の強化に向けた取り組みを促進します。 

◆市内交通ネットワークとの有機的な結合を図れる広域道路網の整備を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内外の人が、高速交通ネットワークを活用し、広域的な交流・連携を行っています。 
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４．子育てと子どもの成長を支える環境の充実 
 

 

 

(1)子どもたちの豊かな学びと成長    72 

(2)安心して産み育てられる環境づくりの推進  76  
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【現状と課題】 

●本市には、江戸時代には亀山藩の藩校明倫舎が置かれ、明治以降は、鈴鹿高等女子学校や三重県女子

師範学校を核として地域全体で教育の風土が培われ、「教育のまち」と呼ばれてきた歴史を持っています。

近年においては、すべての子どもたちの確かな学力を育むため、少人数教育推進事業や個の学び支援事

業などをはじめとした、きめ細やかな教育を推進しています。また、豊かな自然やそれぞれの特色ある歴史

文化が存在する各地域では、活発な地域活動が展開されるとともに、子どもたちと地域とのつながりも強く残

されており、学校と地域とが連携していくために必要な環境が整っています。こうした環境を生かしながら、将

来を担う子どもたちの豊かな学びと成長を支えていくことが求められています。 

●国においては、第２期教育振興基本計画に基づき、「自立・協働・創造に向けた一人ひとりの主体的な学び」

を目指した教育改革が進められています。一方、三重県においては、平成２７年度に三重県教育ビジョンが

策定され、「生き抜いていく力の育成」や「教育安心県の実現」などの基本方針が示されています。本市にお

いても、こうした国や県の方針などを踏まえつつ、総合教育会議での協議を行いながら、平成２８年度に亀

山市教育大綱を策定(予定)しました。この基本理念である「学びあふれる教育のまち かめやま」の実現に

向け、亀山市学校教育ビジョンを推進し、今後の人口減少や少子化など、教育を取り巻く社会情勢の大きな

変化に対応していく必要があります。 

●本市では、子どもたちの学力の向上に向けて、平成２６年度に「亀山市学力向上推進計画」を策定し、「学

校力・教師力の向上」「児童生徒への学習支援」「家庭への働きかけ」の３つの重点的な取り組みを進めると

ともに、運動部活動指導者などの外部講師を派遣するなど、体力の向上にも取り組んでいます。今後は、ア

クティブ・ラーニングの推進など、次期学習指導要領への動きを注視しながら、子どもたちが自ら学ぼうとす

る意欲を高め、これからの時代に必要となる「確かな学力」と「よりよい運動習慣・生活習慣」を確実に身に

付けられるよう、学校と家庭・地域が連携して取り組みを進める必要があります。また、いじめなどに関する意

識の高まりから、積極的な姿勢で認知を行っています。また、不登校については増加傾向にあり、これら学

校生活の諸課題について、未然防止や迅速な対応を可能とする取り組みが必要となっています。さらには、

家庭の経済状況によって子どもの学習環境が制約されることは、子どもたちの確かな自立を阻害する要因と

なることから、そうした状況に左右されることのない必要な学びの機会の確保が求められています。 

●本市では、独自の取り組みである、少人数教育推進教員の配置、個の学び支援事業等による介助員の配

置、市内中学校におけるデリバリー給食の導入、ＩＣＴ機器の授業への活用など、学校における子どもたちの

より良い学習環境づくりを積極的に進めています。また、サマースクール対応教室及び特別支援教室をはじ

めとした、学校施設への空調機設置を拡大することで、施設面での学習環境の充実にも取り組んでいます。

今後も、こうした子どもたちが学びやすい環境を整えると同時に、学校施設についても長寿命化を図るため、

老朽化の進んでいる施設では大規模な整備・改修を計画的に進めることが必要です。 

●本市では、子どもたちを育むための大人の行動指針である「亀山っ子」市民宣言に基づき、基本的生活習

慣と自己肯定感の確立を基軸とした家庭教育に関する取り組みを進めています。社会環境が急速に変化

する中で、家庭・地域の教育力を維持・向上させていくため、「亀山っ子」市民宣言のもと、学校教育と一体

的な取り組みを進めていく必要があります。 

 

  

   
４．子育てと子どもの成長を支える環境の充実 
(1)子どもたちの豊かな学びと成長 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

コミュニティ・スクール実施校数 
３校 

(平成２８年４月１日現在) 

８校 

(平成３３年度末現在) 

普通教室等への空調機設置率 

小学校：３６.２% 

中学校：５０.０% 

幼稚園：２５.０% 

(平成２８年９月１日現在) 

小学校：１００% 

中学校：１００% 

幼稚園：１００% 

(平成３３年度末現在) 

学校評価アンケートにおける授業理解度 

小学校：８８％ 

中学校：８３％ 

(平成２７年度) 

小学校：９２％ 

中学校：８５％ 

(平成３３年度) 

学校評価アンケートにおける学校満足度 

小学校：９１% 

中学校：９１% 

(平成２７年度) 

小学校：９２% 

中学校：９２% 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①地域とともにある学校づくり 

◆学校・地域・家庭が連携・協働したより良い教育を実現するため、コミュニティ・スクール等の取り組みを充

実するとともに、地域や学校の特性を生かした特色ある学校づくりを推進します。 

◆多様化・複雑化する教育課題に組織的に対応するため、学校関係者評価の充実を図るとともに、多様な

人材が生かされる「チーム学校」としての組織力の強化を図ります。 

◆子どもの安全を確保するため、教職員の危機管理・防災に対する意識を向上させるとともに、学校、家庭、

地域、関係機関との連携による安全教育・防災教育を推進します。  

子どもたちが、将来の自立につながる生きる力を身に付けています。 

■児童・生徒数の推移（各年度５月１日現在） 

 

（資料：学校基本調査） 

2,810 2,809 2,812 2,796 2,803 2,828

1,233 1,236 1,295 1,301 1,330 1,330

646 641 682 714 697 632

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

小学校 中学校 幼稚園

（人）
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②学びの環境の充実 

◆子どもたちが安全で快適な学校生活を送ることができるよう、ユニバーサルデザインへの配慮やライフサ

イクルコストの意識を持った施設・設備の計画的な整備を進めます。 

◆学校における子どもたちの生活環境の充実を図るため、学校給食への地元食材の利用推進や食物アレ

ルギー対策を行うとともに、中学校給食の完全実施に向けた多面的な検討を行います。 

 

③子どもたちの育ちのための学びの展開 

◆就学前から中学校までの一貫性のある学習環境の充実を図るため、一体的で質の高い就学前教育によ

り小学校への段差の解消を図るとともに、教職員同士の連携を強化します。 

◆子どもたちの学力・体力の向上を図るため、充実した教職員研修や外部講師の派遣などにより、教師の指

導力の向上と授業改善を図ります。 

◆子どもたちの読書習慣や情報活用力を高められるよう、市立図書館との連携を図りながら、学校図書の

充実や学校司書や図書館支援員などとの連携による学校図書館を活用した授業づくりを支援します。 

◆子どもたちが将来自立した社会人として必要な場面で適切に判断・選択する力を持てるよう、命の大切さ

や思いやり、やさしさ、規範意識等についてしっかり考える道徳・人権教育を推進します。 

◆豊かな感性を育むため、伝統文化や優れた芸術に直接触れたり、体験したり、自ら表現したりする機会を

積極的に取り入れます。 

◆様々な情報をもとに、主体的に問題を発見・解決することができるよう、学習・生活の中でＩＣＴを手段とし

て活用する力を育むとともに、情報モラルの向上を図ります。 
◆子どもたちが多様な国・地域の文化や考え方に触れられるよう、外国語活動や英語科の授業を通じてコミ

ュニケーション能力の向上を図るとともに、国際理解教育や多文化共生教育を推進します。 

◆家庭や学校などでの日々の生活や指導を通じて、子どもたちが自らの食生活に関心を持ち、望ましい食

習慣を身に付けられるよう食育の充実を図ります。 

◆子どもたちが、社会と自分とのかかわりや自分の将来を考えたり、社会参画への意識を高めたりして成長

する機会とするため、職場体験などの体験学習の機会の充実を図ります。 

 

④家庭・地域の教育力の向上 

◆地域全体で子どもの育ちを見守ることができるよう、学校、家庭、地域が連携・協働する取り組みを推進

するとともに、意識啓発に取り組みます。 

◆家庭生活を通じて幼少期から基本的な生活習慣を身に付けられるよう、家庭教育の重要性についての

意識啓発を図るとともに、親の学びの取り組みを進めます。 

 

⑤すべての子どもの学びを支える教育の推進 

◆一人ひとりの子どもの特性や事情に配慮し、個々の能力を最大限に伸ばすことができるよう、特別支援教

育や外国人児童生徒への教育支援など、それぞれの学びの機会の確保に努めます。 

◆学力差に応じたきめ細やかな教育の充実のため、少人数学級の設置や習熟度に応じた授業など、指導

をより工夫した少人数教育を推進します。 

◆子どもたちが心地よい学校生活を過ごせるよう、福祉と教育の連携による子どもや保護者へのいじめ問題

や不登校などの悩みについての相談・支援体制の充実を図ります。 

 

⑥青少年の健全育成と青少年活動の促進 

◆青少年育成市民会議の活動を通じ、「亀山っ子」市民宣言の市民への理解共有を図るとともに、その実

践活動への支援を行います。 

◆地域の実情を踏まえながら、地域・福祉・教育の連携による青少年の自立支援や見守りの体制強化を図

るとともに、青少年の居場所づくりとリーダーの育成に取り組みます。 
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【現状と課題】 

●本市では、他市に先駆けた中学生までの医療費無料化や、妊婦健康診査や幼児健康診査などの妊娠期

から継続した育児支援に取り組むとともに、子ども総合センターを設置し、子育てに関する取り組みを一元的

に進めることで、子育てにやさしいまちとして、内外に認められてきました。こうした本市の特徴的な取り組み

の充実を図ることで、子育て世帯を市全体で支えていくことが重要です。 

●少子化が進む一方で、女性の就業率の上昇など、就労環境の変化に伴い、本市においても保育需要は増

加の傾向にあります。特に、低年齢児の保育需要は１０年間で１.５倍と急激に伸びており、今後もこの傾向は

続くものと予想されます。こうした中、平成２３年度の待機児童館の開設や、平成２５年度には新たに民間保

育所を誘致するなど、保育需要の拡大にも積極的に対応するとともに、平成２８年度には関認定こども園ア

スレを開設するなど、就学前の教育・保育環境の充実にも取り組んでいます。しかし、待機児童数は横ばい

で推移し、いまだ解消には至っておらず、引き続き、幼稚園と保育所を合わせた就学前教育・保育の提供

体制の最適化を進めるとともに、小規模保育事業などの多様な受け入れ機能が求められています。 

●本市の子育て支援センターは、子育てに関する不安や悩みを相談する場として、また、子育て中の保護者

同士のコミュニケーションの場として、多くの保護者に利用されています。近年は、低年齢児から保育施設を

利用する保護者が増えてきたことなどから、子育て支援センターの利用者数は減少傾向にありますが、「か

めやまげんきっこ育成事業」をきっかけに新たな利用者が増加しつつあります。未就園児を持つ保護者にと

って、こうした機会を通じた相談や交流は、子育ての孤立を防ぐために重要なものであることから、引き続き、

子育て支援センターの利用促進や保護者への働きかけを行うことで、子育て世帯同士の交流を促進する必

要があります。 

●全国的にも身体的・心理的な虐待や育児放棄など、児童虐待が増加する中、発生の予防や早期の発見・

対応などが求められています。本市においては、地域や関係機関と連携したきめ細かな対応に努めてきた

ことから、児童虐待への認識も高まり、認知件数も多く、早期発見につながっています。引き続き、児童虐待

を見過ごすことのないよう早期対応に努め、子どもたちが健やかに成長できる社会づくりが重要です。 

●共働き世帯の増加に伴い、放課後児童クラブの需要が高まる中、本市では、平成２６年度からの３年間で６

つの放課後児童クラブの設置を支援するなど、待機児童の発生を未然に防いできました。こうした放課後児

童クラブの需要は今後も増加が見込まれることから、需要に対応した体制を整えることが求められます。一

方、放課後の居場所づくりとしてすべての小学校区において放課後子ども教室を展開するとともに、地域と

子どもの交流にも取り組んでいます。引き続き、放課後子ども教室などを通じた子どもの体験活動の充実を

図るとともに、放課後児童クラブと放課後子ども教室の連携が求められます。 

●本市では、独自に策定した「亀山市保幼共通カリキュラム」や「亀山市保幼小接続カリキュラム」の実践によ

る就学前教育と、家庭教育出前講座や子どもの基礎的な生活習慣づくりなど家庭教育を積極的に進めてお

り、こうした取り組みを一体的に進めることで、子どもたちの健やかな成長を促していく必要があります。 

●価値観の多様化などから結婚に関する意識に変化が見られ、男女ともに晩婚化・未婚化が進むとともに、子

育てに関する負担感の増大など様々な要因から、希望する子ども数をかなえられないケースも増えてきて

います。これからも、若い世代が、出会いから結婚・出産まで、自らの希望をかなえられるような環境づくりが

重要となっています。 

●ひとり親家庭は、子育てと仕事という二つの役割を一人で担い、様々な生活課題や不安を抱えており、生活

の安定と自立に向けた支援を図る必要があります。 

 

  

   
４．子育てと子どもの成長を支える環境の充実 

(2)安心して産み育てられる環境づくりの推進 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標 】 

指標 現状値 目標値 

出生数 
４５５人 

(平成２７年度) 

４６５人 

(平成３３年度) 

子育て支援センター利用者数 
３４,９３２人 

(平成２７年度) 

３７,０００人 

(平成３３年度) 

低年齢児(３歳未満児)の待機児童数 
６人 

(平成２８年４月１日現在) 

０人 

(平成３３年４月１日現在) 

 

【施策の方向】 

①健やかに産み育てられるための支援の充実 

◆安心して産み、健やかに子育てができるよう、妊娠期から幼児期まで継続的な育児支援を行うとともに、

不妊治療など子どもを持つための必要な支援を行います。 

◆安心して子どもを育てていけるよう、子どもの医療費や多子世帯の保育所等の利用者負担など、子育て

にかかる経済的負担の軽減を図ります。 

◆ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けた相談・支援を行います。 

 

②就学前教育・保育施設の再編・整備 

◆就学前の幼児が適切な教育・保育を受けられるよう、就学前教育・保育施設の再編と最適な配置の検討

を行います。 

◆就学前幼児の一体的な教育・保育の環境を整えるため、療育など多様な機能を合わせ持つ拠点となる

認定こども園の整備を進めるとともに、必要な施設環境の充実を図ります。 

 

  

子育て世帯が、周りに支えられながら、安心して子どもを育てています。 

■就学前児童数及び保育所児童数の推移（各年度４月１日現在） 

 

（資料：子ども家庭室、戸籍市民室） 

単位 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

人 453 461 455 473 455 -

人 2,796 2,839 2,862 2,901 2,869 2,827

公立 箇所 9 9 9 9 9 9

私立 箇所 4 4 5 5 5 5

人 965 975 1,095 1,095 1,115 1,190

人 1,044 1,094 1,093 1,080 1,078 1,188
(25) (24) (23) (20) (20) (41)

人 350 360 366 364 357 357
(10) (11) (7) (7) (7) (12)

人 35 45 33 28 36 39

※保育所等には、平成２８年度は認定こども園及び小規模保育事業を含みます。

区分

出生数

就学前児童数

保育所

設置数

定員

児童数

3歳未満児

障がい児保育

　（うち広域入所）

　（うち広域入所）
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③子育てが孤立しない環境づくり 

◆子ども総合センターを核に、子育てに関する相談体制や情報提供の充実を図ることで、切れ目のない子

育て支援を行います。 

◆子育てをする親同士の交流の場や情報を提供するとともに、地域で活動する子育てサークルへの支援を

行うことで、子育て世帯のネットワークづくりを進めます。 

◆地域住民と子育て世帯との交流機会を充実し、地域全体で子育て世帯を見守り、支える環境づくりを進

めます。 

◆発達につまずきのある子どもへの支援を迅速かつ適切に行えるよう、専門機関との連携を図り、早期発見、

早期支援の体制を充実します。 

◆児童虐待の発生予防や早期発見・対応が図れるよう、地域や関係機関等との連携を強化します。 

◆様々な理由から一時的に養育困難となった児童を短期間受け入れるなど、児童養護施設と連携した支

援を行います。 

 

④仕事と子育てが両立できる環境づくり 

◆仕事と子育ての両立ができるよう、保護者の就労形態やニーズに応じた、多様な保育サービスを提供し

ます。 

◆放課後児童が安心して生活できる居場所を確保するため、放課後児童クラブや放課後子ども教室の充

実と連携強化を図ります。 

◆男性の育児参加を促進するとともに、だれもが子育てに参加しやすい社会環境づくりに取り組みます。 

 

⑤出会い・結婚から定住への支援 

◆結婚や出会いを望む人が希望をかなえられるよう、企業や団体が行う男女の出会いの機会づくりへの支

援を行うとともに、市の実施するイベント等を通じた結婚への意識啓発及び機会づくりに取り組みます。 

◆充実した子育て環境をアピールするシティプロモーション活動を展開することで、子育て世帯の移住・定住

の促進に取り組みます。 

◆安心してこの地で暮らすことができるよう、子育て世帯の住宅取得に対する支援を行います。 
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５．市民力・地域力の活性化 
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(3)共生社会の推進     86 
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【現状と課題】 

●人口減少や高齢化、核家族化など、地域を取り巻く状況が変化する中で、多様化する地域課題解決に向け、

従来の地域自治を見直す必要性が高まっています。全国的にも、新たな地域自治の形として、自治会のみ

ならず、老人会、婦人会、ＰＴＡ、市民活動団体、企業など様々な主体が構成員となる地域まちづくり協議

会の組織化が進められてきました。こうした中、本市においても、平成２８年４月に地域まちづくり協議会の位

置付け等を明らかにする亀山市地域まちづくり協議会条例を施行し、同年５月には、市内全域に地域まちづ

くり協議会が設立され、構成員間での情報共有や合意形成のしくみができあがることで、地域課題の解決に

向けて、自分たちで考え、責任を持って行動する取り組みが始まっています。今後は、市と地域が連携して

課題解決に向けて取り組む必要があることから、地域まちづくり協議会を中心とした新たな地域自治のしくみ

が十分に機能していくよう、地域まちづくり活動に対する総合的な支援が求められます。 

●地域まちづくり協議会を中心とした地域の主体的な活動の環境の整備と並行して、その活動拠点となる地

区コミュニティセンター等については、関南部地区コミュニティセンターが新たに完成するなど、活動の活性

化につながる施設整備を実施してきました。一方、活動拠点施設の中には老朽化が進んでいるものもあり、

また、地域まちづくり活動が活発になることに伴う施設の充実の必要性なども考えられることから、今後も適

切な維持管理や計画的な整備等の対応が求められます。 

●地域では高齢化が進むとともに、近隣関係が希薄化し、次世代の地域活動の担い手となる人材が不足して

います。その一方で、本市の中学生・高校生は地域活動に参加する割合が高いという調査結果もあります。

今後、地域レベルでも人口減少が進む中で、世代を越えてまちづくりに参加することが求められることから、

地域自治に対する意識を高め、若者や子育て世代を含めたすべての世代のまちづくりへの参加を促すこと

が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
５．市民力・地域力の活性化 

(1)自立した地域まちづくり活動の促進  

■地域まちづくり活動拠点施設の利用者の推移 

         
（資料：地域づくり支援室） 

135411

123,414 122,470
125,629

142,213

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

50000

70000

90000

110000

130000

150000

利用者数

（人）
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【目指す姿】 

 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

地域まちづくり計画に基づき事業を展開する地域

まちづくり協議会の数 

３協議会 

(平成２７年度末現在) 

２２協議会 

(平成３３年度末現在) 

地域活動拠点施設の利用者数 
１４２,２１３人 

(平成２７年度) 

１５０,０００人 

(平成３３年度) 

ホームページにより情報発信している地域まちづく

り協議会の数 

８協議会 

(平成２７年度末現在) 

２２協議会 

(平成３３年度末現在) 

 

【施策の方向】 

①地域まちづくり活動の活性化 

◆地域まちづくり協議会における、それぞれの地域の将来目標やまちづくりの基本方針及びその主な取り組

みを定めた地域まちづくり計画の策定及び計画推進に関する活動を支援します。 

◆地域まちづくり協議会に対し、それぞれの地域特性に応じた主体的な地域まちづくり活動を推進するため

の財政的支援を行います。 

◆ＩＣＴの利活用による地域まちづくり協議会の情報発信を促進するとともに、相互の情報交換・情報共有が

できるしくみづくりを進めます。 

 

②地域まちづくり活動拠点施設の充実 

◆地域まちづくり協議会の活動拠点である地区コミュニティセンター等の整備・充実を図ります。 

 

③地域まちづくり協議会の組織強化 

◆地域まちづくり協議会が継続した活動を展開できるよう、地域で活躍できる地域リーダーの発掘及び育成

を支援します。 

◆講座や研修会等を活用して、若者世代など多様な市民が地域まちづくりに参画するよう、市民意識の啓

発に取り組みます。 

◆地域まちづくり協議会を構成する自治会や老人会、婦人会、ＰＴＡなど様々な主体間の連携協力を支援

します。 

 

④地域まちづくり協議会との連携強化 

◆地域まちづくり協議会と行政が協働して地域課題解決に取り組むことができるよう、庁内体制の整備等を

推進します。 

 

 

市民が、地域まちづくり協議会の活動を通して、地域の課題解決に向かい、自立した地域づくりに取

り組んでいます。 
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【現状と課題】 

●本市は、亀山市まちづくり基本条例に基づき、亀山市らしいまちづくりを進めており、その基本原則の中でも

市民との協働の考え方を明らかにしています。その具体的な手法として、協働事業提案制度や市民活動応

援制度などの制度を活用し、協働のまちづくりを進めてきました。今後人口減少や超高齢化が進む中におい

ては、こうした取り組みをさらに発展させていく必要があります。 

●まちづくりへの市民参画・協働を進めるうえでは、市民同士あるいは市民と行政とが情報を共有し、課題に対

する認識を共有することが不可欠です。一方、スマートフォンなど携帯端末やＳＮＳの普及などが進み、情報

が行政や組織からの一方的な発信だけではなく、市民発の情報発信や市民間での情報交流が活発になっ

ています。市民参画と協働によるまちづくりを推進するためには、多様な媒体を駆使しながら、まちづくりに関

する情報の発信や広聴・コミュニケーションを行うことが求められます。また、だれもが情報にアクセスしやす

い環境を整えることも必要です。 

●本市では、様々な分野における市民活動が展開されており、協働事業提案制度や市民活動応援制度を設

け、市民と行政の協働や市民活動の支援を図ってきました。しかし、市民活動団体のネットワークである亀山

市民ネットの登録団体数は、一定数まで増加後、停滞をしており、活動主体の固定化が見られます。また、

協働事業提案制度の提案件数は、減少傾向にあります。今後は、既存制度の有効活用などにより、市民活

動の充実に努める必要があります。また、地域活動や社会活動への参加が少ない若者が、市政や市民活

動に参加しやすい環境を整えることが必要です。 

●本市では、歴史文化資源やスポーツ活動などを通じた、各分野における市民ぐるみの都市間交流が進めら

れています。こうした都市間交流については、高齢者世代の参加が多く、若い世代の参加が少ないことから、

今後は、若い世代を含めた市民や市民活動団体、事業者との協働による都市間交流を進めることで、圏域

の活力を高めていくことが求められます。 

●地方創生の流れの中、全国的に地方移住への気運が高まり、地方への新しい人の流れが生まれつつありま

す。あわせて、地方ではそれぞれの地域の魅力を発信し、地方に目を向けてもらうようシティプロモーション

の取り組みが進んでいます。本市も、県や周辺市町と連携しつつ、首都圏などでのプロモーション活動を展

開しています。しかし、全国的に見れば亀山市の知名度は低いことから、本市の多彩な魅力についての積極

的なプロモーション活動を展開しつつ、地域資源に磨きをかけることによって、様々な人が訪れる魅力的な

まちを目指すことが求められます。さらに、こうした交流促進の取り組みにより、若者の回帰などの移住・定住

や地域活力の向上へつなげることが重要です。 

 

 

 

 

 

  

   
５．市民力・地域力の活性化 

(2)市民参画・協働の推進と多様な交流活動の促進  

■協働事業提案制度に基づく協働事業実施件数の推移 

    

  （資料：共生社会推進室） 

 

単位:件

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

市民提案 3 2 1 1 1 2

行政提案 0 0 2 1 0 0

合計 3 2 3 2 1 2
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【目指す姿】 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

かめやま若者未来会議の登録者数（累計） 
３５人 

(平成２８年９月末日現在) 

６０人 

(平成３３年度末現在) 

市ホームページのトップページアクセス数 
５８８,１７７件 

(平成２７年度) 

６２０,０００件 

(平成３３年度) 

協働事業提案制度の実施件数（累計） 
２２件 

(平成２８年度) 

２７件 

(平成３３年度) 

移住相談後の移住件数 
０件 

(平成２８年９月末日現在) 

３０件 

(平成３３年度末現在) 

【施策の方向】 

①市民参画・協働の促進 

◆市民の声をまちづくりに生かせるよう、様々な分野の計画段階から実施・検証に至るまで市民の意見を広

く聴く機会を確保します。 

◆市民がいつでも、どこでも必要な情報を取得できるよう、多様な媒体を介した情報発信の充実を図るととも

に、ＩＣＴを活用したコミュニケーション機能の充実を図ります。 

◆協働事業提案制度などを用いて、多様な主体と行政の協働によるまちづくりを推進します。 

◆若者の力によって地域の活力を生み出せるよう、若者同士の交流機会の創出など、若者世代の積極的

なまちづくりへの参画を促進します。 

 

②市民活動の活性化 

◆新たな市民活動の芽生えや既存の市民活動の活性化を図るために、協働に関する意識啓発や情報発

信・研修を行います。 

◆協働の指針に基づく補助金制度や市民活動応援制度による支援や、市民活動に関する相談受付など、

活動の状況に応じた的確な対応を図ります。 

◆市民の自主的な活動を支え、協働を推進する拠点施設である「みらい」の機能を充実します。 

 

③市民交流・地域間交流の促進 

◆市民や市民活動団体間の相互理解や連帯感を醸成するため、イベントや地域行事など様々な機会を通

じて市民交流を促進します。 

◆地域への愛着を育むとともに地域の魅力や活力を高めるため、市民や市民活動団体等と協働し、歴史文

化、自然など共通性のある自治体との都市間交流を推進します。 

 

④移住交流の促進 

◆本市が移住先として選ばれるため、県等と連携し、移住に関する情報発信や相談体制の充実を図るとと

もに、地域資源を活用した移住体験機会の提供を図ります。 

◆移住希望者が本市で住み慣れるため、地域住民との交流の場づくりや空き家情報バンク登録物件の掘り

起こしなど地域と連携した受入体制を整備します。 

◆本市の多彩な魅力を積極的に推し出すシティプロモーションを推進し、移住希望者に対する認知度の向

上を図り、移住・転入へつなげます。 

◆若者の市外への流出に歯止めをかけるとともに、移住・定住を加速させることを目的として、大学等の在

学中に借り入れた奨学金等の返還金に対する助成支援など、関係機関と連携したＵＩＪターンを促進する

取り組みを進めます。 

多様な主体が、参画・協働してまちづくりに取り組み、交流により活発な活動を行っています。 
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【現状と課題】 

●本市は平成２５年度に「一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例」を制定し、地域、学校、家庭な

どあらゆる場面において、人権尊重の視点を持ち、各種の施策に取り組むこととしています。また、男女共同

参画の分野においては、平成２０年度に「亀山市男女が生き生き輝く条例」を制定したほか、本市の特徴的

な取り組みとして、「亀山市の家族の時間づくり」に取り組み、幼稚園、小中学校や事業所の協力を得て、休

みをマッチングして、ワーク・ライフ・バランスの普及を図ってきました。そして、多文化共生については、本市

は、外国人集住都市会議に加盟し、外国人住民にかかる問題の調査研究や情報交換をしており、日本人と

外国人がお互いの文化を理解できるよう様々な取り組みを行ってきました。今後は、市民一人ひとりがお互

いの人権を尊重し合って、ともに暮らしていくことのできる社会づくりが求められています。 

●性別、年齢、国籍の違いや障がいの有無などに関わらず、社会を構成する様々な人が、それぞれの人間性

を尊重されながらともに生きる社会を築いていくことが、現代に生きる私たちの使命であると言えます。本市

においても平成２７年度に人権施策基本方針を策定し、人権施策に総合的に取り組んでいます。また人間

性を育む学校においても、子どもの発達段階に合わせて人権感覚を身に付け、実践行動力を高められるよ

う、道徳をはじめ教育活動全体を通じて人権教育に取り組んでいます。基本的人権は普遍的なものである

一方、インターネット利用に起因する人権侵害やＬＧＢＴをはじめとする性的マイノリティの人たちへの偏見な

ど、人権問題は社会の変化とともに移り変わっていくことから、こうした問題に対応しつつ人権啓発、人権教

育に取り組んでいくことが必要です。 

●人口減少が進む中で、性別に関わらずだれもが輝き、活躍できる社会としていくことが求められています。本

市でも、男女共同参画基本計画に基づき、講演会や各種教室などの学習機会の提供や、学校教育・社会

教育における意識啓発を行うとともに、審議会等における女性登用を進めてきました。一方で、男女共同参

画に逆行するセクシュアル・ハラスメント、マタニティ・パタニティハラスメントやＤＶの問題も顕在化してきてい

ます。性別にかかわらずだれもが安心して暮らし、輝ける社会づくりに向けて、引き続き、男女共同参画の意

識を高めるとともに、働き方をはじめとする社会のしくみの変革を促していくことが必要です。 

●本市は外国人が多く定住することから、これまでも市民活動団体の運営による在住・在勤の外国人向けの

日本語教室の開催などを通じて、日本の生活習慣や文化を学ぶ機会を提供し、外国人住民と交流しながら

お互いの理解を深めてきました。また、学校においても、日本語での学習に困難がある児童生徒への学習

支援として、通訳や相談員を配置するなどしています。景気の変動により、外国人労働者も減少が見られ、

外国人住民もピーク時の 60％程度に減少していますが、一方で国籍の多様化が見られます。社会のグロー

バル化が進む中で、多文化共生を目指し、外国人への理解を深めるとともに、外国人住民が日常生活に困

らないよう情報提供を進めていくことが必要です。 

 

 

 

 

  

   
５．市民力・地域力の活性化 

(3)共生社会の推進  

■人口に対する在留外国人の割合 

 
  ※H23 以前は登録外国人数（資料：在留外国人統計） 

4.5%
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平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

亀山市 三重県
全国
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【目指す姿】 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

人権啓発イベント参画団体数 
２１団体 

(平成２８年度) 

２４団体 

(平成３３年度) 

審議会等における女性の登用率 
３６.１% 

(平成２８年４月１日現在) 

４０.０% 

(平成３３年度末現在) 

ワーク・ライフ・バランスに積極的な取り組みを行う

事業所数（累計） 

― 

(平成２８年度) 

６社 

(平成３３年度) 

日本語教室の年間延べ受講者数 
６４８人 

(平成２７年度) 

７００人 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①人権を尊重し合えるまちづくりの推進 

◆行政のあらゆる分野の施策推進において、人権尊重の視点に立って取り組むとともに、市民一人ひとりの

人権感覚を磨き、人権の視点を広げて、あらゆる人権問題に総合的に取り組みます。 

◆人権意識を高めるため、市民活動団体や地域、学校と連携を図り、あらゆる機会を通じて人権啓発に取り

組むとともに、幼児期から生涯にわたるライフステージにおいて人権教育を推進します。 

◆複雑・多様化する人権問題の解決に向けて、法務局などの関係機関と連携した相談支援体制の充実を

図ります。 

 

②男女共同参画の推進 

◆男女が生き生きと輝く男女共同参画意識の高揚を図るため、様々な手段による啓発活動や情報提供、

学習機会の充実に努めます。 

◆男女が対等な立場で参画し責任を担うまちづくりに向けて、市の政策・方針決定過程の場への女性の参

画を積極的に進めるとともに、職場や地域において、それぞれの能力が発揮できる環境づくりを推進しま

す。 

◆男女が心身ともに健やかに安心して暮らせるよう、セクシュアル・ハラスメント、ＤＶ、ストーカー行為などの

悩みや暴力等に対する相談体制の充実を図るとともに、関係機関との連携強化による被害者の自立に向

けた支援を行います。 

 

③ワーク・ライフ・バランスの推進 

◆だれもが自らの能力を発揮しながら、夢や希望を持ち人生を楽しむため、労働時間の見直しや休暇取得

の促進、柔軟な勤務体系の導入などの「働き方改革」に率先して取り組むとともに、個人や市内事業所や

関係団体等に対する意識啓発を図ります。 

◆男女が安心して仕事と育児の両立ができる職場環境の整備を一層推進するため、長時間労働の抑制や

休暇取得の促進などを積極的に進める市内の事業所の取り組みを支援します。 

 

④多文化共生の推進 

◆関係団体の協力を得ながら、やさしい日本語の普及や日本語等の学習機会など相互理解が深まる取り

組みの充実を図ります。 

◆生活の利便性や災害時対応など暮らしに関わる情報提供を行うとともに、仕事や子育てなど様々な分野

に対する多言語での相談体制の充実を図るなど、外国人の暮らしの不安解消に努めます。 

◆地域における国際交流が活発化するよう、国際交流団体の活動を支援します。 

市民一人ひとりが、互いに人権を尊重し合い、多様性を認め合いながら、ともに暮らしています。 
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６．行政経営 
 

 

 

(1)職員の能力を生かせる組織力の強化   90 

(2)財産・情報の適正な管理・活用    92 

(3)持続性を保つ健全な財政運営    94  
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【現状と課題】 

●本格的な人口減少の時代を迎え、地方自治のしくみも時代に合わせて見直していくことが必要です。全国

的に地方創生の取り組みが進む中で、地域の特性や資源を生かし、他の地域との差別化をしていくことが求

められており、従来以上に行政職員にも発想力や企画力が必要とされるとともに、住民や企業などとの協働

を活発化していくことが必要不可欠となっています。一方で、広域的な課題に対して、県域を越えるなどの

新たな枠組みで取り組みを進めることも必要となっています。 

●本市では、平成２５年４月に、組織マネジメントの機能強化と事務の効率化を図るため、局長級を導入した

二層管理体制を軸とした組織・機構改革を行いました。また、平成２６年４月には、建築行政に関する県か

らの権限移譲による特定限定行政庁への移行に伴い、建築部門の組織体制の見直しを行いました。今後も、

複雑化・多様化する行政需要に対応できるよう、組織体制を見直すことが求められています。また、組織的

なマネジメント機能の強化や職員のモチベーションの向上を図るため、平成２８年度から人事評価制度を導

入しました。引き続き、施策評価を含めた行政評価システムなどのマネジメントシステムを連携し、さらなるマ

ネジメント機能の強化を図る必要があります。 

●平成２８年５月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関

する法律」（第６次地方分権一括法）が施行される中、国においては、地方自治体への事務権限の移譲等

に関する地方自治体からの提案を促しています。引き続き、国からの関連情報の把握に努め、市の自主性

を向上させる的確な対応が求められます。 

●本市では、職員のコンプライアンスに関する意識向上を図るため、職員コンプライアンスハンドブックの作成

や、継続的なコンプライアンス研修を実施しています。また、改正行政不服審査法への対応や、亀山市情

報公開条例、亀山市個人情報保護条例に基づき、適切な制度運用にも努めています。今後も、こうした取り

組みを通じ、職員のコンプライアンス意識の更なる向上が求められています。 

●本市では、市民サービスの向上に向け、窓口アンケート結果を踏まえた真摯な対応や、様々な業務に必要

なスキルアップ研修を行うことで、窓口対応等における質の向上や、まちづくりの専門家としての職員の能力

向上に努めています。また、行政の実務上の継続性を確保するため、個々の職員が積み重ねてきた知識

や経験を、次代の職員に適切に継承することのできるしくみの確立が必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
６．行政経営 

(1)職員の能力を生かせる組織力の強化 

■職員の時間外勤務、有給休暇、育児休業の取得状況 

 
（資料：人事情報室） 

1 1 2 1 0
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16 
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

人事評価制度における実績評価の評価点合計

（管理職平均） 

８１.２３点 

(平成２７年度) 

８５点 

(平成３３年度) 

一人当たり有給休暇取得日数 
８.６日 

(平成２７年度) 

１０日 

(平成３３年度) 

ストレスチェック制度における市役所全体の総合し

た健康リスク 

９１点 

(平成２８年度) 

９０点以下 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①時代を拓く職員の能力の向上 

◆職員が時代の求める能力を身に付けられるよう、長期的な視点を持った計画的な研修や人事交流等を

通じて、人材育成に取り組みます。 

◆市民の信頼と期待に応えられるよう、市民サービスの向上という明確な目的を持ち、コンプライアンスやコ

スト意識を持った職務遂行に努めます。 

 
②職員のやる気を高める組織マネジメントの強化 

◆複雑化・多様化する行政課題に的確に対応することができるよう、迅速な意思決定とマネジメント機能を

高めるための柔軟な組織体制を構築します。 

◆効果的・効率的な行政経営を進めるため、短期的なマネジメント方針による目的の明確化を図るとともに、

総合計画との整合を意識した各分野計画の進捗管理を進めます。 

◆職員のモチベーションを高められるよう、適切な人事評価制度の運用を図るとともに、有給休暇の取得し

やすい職場意識の醸成などワーク・ライフ・バランスの推進に向けた職場環境の整備を進めます。 

◆適正な定員管理と人材活用を図るため、勤務実態に応じた労働力と継続的な業務量の把握に基づく適

切な人員配置を行うとともに、育児や病気などからの職場復帰への支援体制を充実します。 

 

③地方分権と広域連携の推進 

◆市の自主性・自立性を高めるため、国からの関連情報を把握し、権限移譲等に的確に対応します。 

◆市民サービスの向上に向けた政策の推進や効率的な行政経営のため、広域的な連携の強化を図りま

す。 

 
 

 

 

 

 

 

職員が、個々の能力を生かせる組織体制のもと、市民からの信頼を得られています。 
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【現状と課題】 

●地方公共団体においては、厳しい財政状況が続くとともに、人口減少や少子高齢化等から公共施設等の利

用ニーズの変化が見込まれる中、長期的な視点による、計画的な公共施設の更新・統廃合・長寿命化など

の取り組みが求められています。このことから、本市においては、平成２５年度に「亀山市公共施設白書」を

作成し、公共施設の現状や今後の維持管理や更新に要する経費などを把握し、これに基づき、道路・橋梁

などのインフラを含めた市の施設全般を対象とした「亀山市公共施設等総合管理計画」を策定しました。今

後は、将来の多大な施設更新コストを踏まえつつ、施設の総合的・計画的な管理を行う必要があります。 

●ＩＣＴ（情報通信技術）が目覚ましく進展する中、行政、民間等のあらゆる主体において様々な個人情報が使

用されていることから、プライバシーの侵害等の懸念から個人情報の保護に対する意識が高まっています。

こうした中、平成２８年１月から、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の運用が開始されたことから、

市においても、亀山市個人情報保護条例を一部改正するなど、必要な措置を講じつつ、適切な制度運用

に努めています。引き続き、適切な個人情報の管理運用を徹底するとともに、マイナンバーの活用による市

民の利便性の向上や、多様な行政情報の公開・活用を図ることが求められています。 

●建設から６０年を経過しようとしている市庁舎については、平成１９年度に耐震補強工事を終え、施設の耐

震性は確保しているものの、平成２８年４月の熊本地震における断続的な震度６を超える地震の発生はこれ

までの想定を超えるものであり、今後の防災拠点としての機能の面で不安材料となっています。また、年々

増加する行政事務の多様化などから、事務所、会議室、公文書管理などにおいても、必要なスペースが十

分確保できないことや、西庁舎へのアクセスなどバリアフリー面を含めた施設の利便性や、設備の老朽化な

どから維持管理コストの増加も課題となっています。今後は、災害時等における防災拠点としての機能の確

保、効率的な事務処理や、市民や来訪者の利用環境を含め、中長期的な視点による市庁舎のあり方を検

討することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  基本施策の大綱： 
６．行政経営 

(2)財産・情報の適正な管理・活用 

■公共財産の状況（平成２７年度末現在） 

（単位：㎡） 

 

（資料：契約管財室） 

木造 非木造 合計 木造 非木造 合計 木造 非木造 合計

7,468 194 5,793 5,987 7,468 194 5,793 5,987 0 0 0 0

消防施設 22,110 745 4,968 5,713 22,110 745 4,968 5,713 0 0 0 0

その他の施設 149,698 85 21,058 21,143 149,698 85 21,058 21,143 0 0 0 0

小計 171,808 830 26,026 26,856 171,808 830 26,026 26,856 0 0 0 0

学校 300,687 3,847 71,086 74,933 300,687 3,847 71,086 74,933 0 0 0 0

公営住宅 97,535 807 17,489 18,296 97,535 807 17,489 18,296 0 0 0 0

公園 666,924 71 302 373 666,924 71 302 373 0 0 0 0

その他の施設 957,277 10,138 49,094 59,232 957,277 10,138 46,491 56,629 0 0 2,603 2,603

小計 2,022,423 14,863 137,971 152,834 2,022,423 14,863 135,368 150,231 0 0 2,603 2,603

45,035 0 0 0 0 0 0 0 45,035 0 0 0

880,728 0 0 0 0 0 0 0 880,728 0 0 0

35,469 0 0 0 0 0 0 0 35,469 0 0 0

30,417 0 0 0 0 0 0 0 30,417 0 0 0

13,238 165 3,440 3,605 0 0 0 0 13,238 165 3,440 3,605

3,206,586 16,052 173,230 189,282 2,201,699 15,887 167,187 183,074 1,004,887 165 6,043 6,208

雑種地

その他

合計

本庁舎

その他
の行政
財産

公共
用財
産

宅地

山林

原野

合計 行政財産 普通財産

土地
建物

土地
建物

土地
建物
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】 

指標 現状値 目標値 

施設の統廃合を決定した公共施設数（累計） ― 
３施設 

(平成３３年度末現在) 

オープンデータの公開データセット件数 
０件 

(平成２８年４月１日現在) 

２０件 

(平成３３年４月１日現在) 

 

【施策の方向】 

①行政情報の適切な管理 

◆市民の利便性の向上を図るため、マイナンバーカードを活用した行政サービスの提供に取り組みます。 

◆市民や地域、事業者が、新たな事業創造や課題解決ができるよう、活用可能な行政情報のオープンデ

ータ化を推進します。 

◆特定個人情報をはじめとしたあらゆる行政情報を適切に管理できるよう、職員の意識を高めるとともに、ク

ラウドコンピューティングの活用など必要なセキュリティ対策を進めます。 

◆公文書取扱いの段階に応じた適正な運用を図るとともに、公文書保存の最適化を進めます。 

◆効率的・効果的に職務を行うことができるよう、様々な業務マニュアルや職務に必要な庁内情報の共有

化を進めます。 

 

②公有財産の効率的・効果的な活用 

◆必要な公共施設等を適切に維持・管理することができるよう、市民ニーズの動向の変化などを見極めな

がら、計画的な施設の統廃合や複合化を行うとともに、アセットマネジメントによる効率的な施設管理を行

います。 

◆ライフサイクルコストや民間活力を活用した多様な運営手法等の事前評価を行うとともに、長期的な整備

効果を見据えた計画的な施設整備を行います。 

◆行政財産の利用状況を把握し、適切な財産管理を行うとともに、今後の活用見通し等を勘案しながら処

分・活用を進めます。 

 
③新庁舎建設の推進 

◆行政サービスの提供や防災など行政の中心拠点となる新庁舎建設に向けて、都市機能・防災なども含め

た多面的な検討を行うとともに、事業実施に向けた財源確保に努めます。 

 

市の財産と情報が、適切に管理されています。 
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【現状と課題】 

●本市では、合併後１０年を経過し、普通交付税の合併算定替の特例措置の段階的な縮減や、税制改正に

よる法人市民税の減収など、歳入の減少傾向が続いています。一方、社会保障費や公共施設の更新費用

の増加など歳出の増加が見込まれ、今後の財政運営には一層の厳しい状況が見込まれます。こうした状況

の中、財政の健全性を保った持続的な財政運営を行うため、行財政改革の推進による歳入歳出の構造的

課題の解消を図ることが求められています。また、市の財政状況を多面的に分析できるよう、公会計制度改

革を進めるとともに、市の財政状況について、市民と情報共有していくことも重要です。 

●本市においては、市税をはじめとした収入の減少が続く中、新たな財源確保を図るため、市ホームページや、

市庁舎玄関ロビーを活用した広告収入の確保に取り組んでいます。引き続き、市の所有する建物、土地等

の財産を有効に活用し、多様な手法による財源確保の取り組みが求められています。一方、市の歳入の根

幹である市税については、公平公正な課税に努めつつ、コンビニ収納の導入など、多様な納付環境の整備

を図るとともに、三重地方税管理回収機構への移管などによる滞納市税の収納体制の強化を図っています。

引き続き、適切な賦課徴収の徹底に努めていく必要があります。 

●今後、厳しい状況が続く中にあっては、真に市民サービスの向上につなげられるような、より効果的な行政

評価システムのステップアップにより、限られた財源を最大限有効に活用する必要があります。また、公営

企業の健全経営に向け、平成２７年度から公共下水道事業を企業会計へ移行させるとともに、平成２８年

度からは病院事業に事業管理者を設置することで経営体制の強化を図ってきました。引き続き、一般会計

へ過度に依存することのない自立した経営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
６．行政経営 

(3)持続性を保つ健全な財政運営 

■主な財政指標等の推移 

 
（資料：財政行革室） 

■歳入・歳出決算の推移 

 

（資料：財政行革室） 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

財政力指数(3か年平均) 1.018 1.197 1.326 1.388 1.279 1.120 0.999 0.975 0.976 0.964

経常収支比率 80.4% 74.6% 69.8% 76.4% 85.2% 88.6% 93.5% 88.5% 87.0% 86.9%

公債費負担比率 13.9% 13.0% 12.3% 12.6% 14.1% 14.8% 14.2% 15.9% 14.5% 13.9%

基金残高(百万円) 5,679 6,642 9,402 10,350 11,246 9,936 8,889 9,165 9,053 8,659

財政調整基金(百万円) 2,800 3,275 4,367 3,944 4,514 4,539 3,957 4,474 4,452 4,269

市債残高(百万円) 20,608 19,534 21,212 20,353 19,903 18,410 18,129 17,629 17,375 17,015

19,202
20,171

24,618
23,621

22,121
20,565

21,542 21,158 21,085 21,267

17,563
18,753

21,836 21,639
20,962

19,016
20,456 20,015 20,198 20,237

71.2%

77.5%

67.1%

76.6%

70.0% 70.1%
65.2% 63.6% 63.5% 62.0%

0%

10%
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90%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
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40,000

自主財源 依存財源 義務的経費 投資的経費 その他の経費 自主財源比率

平成23年度
平成24年度

平成25年度
平成26年度

平成27年度

(百万円)

平成20年度 平成22年度
平成21年度平成19年度

平成18年度

歳入

歳出
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【目指す姿】 

 

 

 

【成果指標】  

指標 現状値 目標値 

市税収納率（現年度） 
９８.９１% 

(平成２７年度) 

９９.０%以上 

(平成３３年度) 

経常収支比率 
８６.９% 

(平成２７年度) 

８５%以下 

(平成３３年度) 

将来負担比率 
― 

(平成２７年度) 

指数無しを維持 

(平成３３年度) 

資金不足比率が発生した会計数 
０会計 

(平成２７年度) 

０会計 

(平成３３年度) 

 

【施策の方向】 

①多様な手法による安定した財源の確保 

◆固定資産等の課税対象を的確に把握し、適正な評価を行うとともに、多様な納税環境の充実と滞納市税

の徴収体制を強化することで、公平・公正な賦課・徴収を行います。 

◆施設の統廃合などにより利用されなくなる公共施設等について、民間等への貸し付けや、売却を行うなど

財源の確保を図ります。 

◆産業振興や地域知名度の向上など多面的な効果につなげられるよう、多様な主体との連携を図りながら、

ふるさと納税の取り組みを推進します。 

◆税外未収債権の回収・管理に努め、公平な負担による収入の確保に取り組みます。 

 

②財源の有効活用 

◆持続可能な財政運営を進めるため、経済状況や市政推進の方向性を踏まえながら、中長期的な見通し

を持った財政運営に努めます。 

◆効率的な予算配分による施策の効果的な推進を図るため、既存事業の枠組みにとらわれることなく事業

の再編を進めます。 

◆貴重な財源を活用する事業の実施効果を高めるため、ＰＤＣＡサイクルによる事務事業評価を行うととも

に、計画段階での事前評価に取り組みます。 

◆財政状況を多面的に分析できるよう、公会計制度改革を進めるとともに、市の財政状況を分かりやすく開

示し、市民との情報共有を行います。 

◆新たな公共施設整備などの大規模事業の実施に備えた計画的な財源確保に努めるとともに、基金の有

効活用を図ります。 

 
③企業会計・外郭団体の自立した経営の推進 

◆地方公営企業については、独立採算制の原則のもと健全な運営に取り組みます。 

◆外郭団体については、財政的支援のあり方を見直し、自立した経営を促進します。 
 
 

市の財政状況が、健全な運営により持続性を保ち続けています。 
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